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１ 工事名  国立青少年教育振興機構   

国立オリンピック記念青少年総合センターカルチャー棟改修工事 

 

２ 工事場所 東京都渋谷区代々木神園町３－１（国立オリンピック記念青少年総合センター構内） 

３ 完成期限 令和５年３月３１日（金曜日） 

 

４ 一般事項 

現場説明書の適用方法 

(1) ・印で始まる事項については、○印を付した事項のみ適用する。 

(2) 文中及び表中の各欄に数字、文字、記号等を記入する事項については記入してある事項のみ 

適用する。 

(3)    印又は×印で抹消した事項は全て適用しない。 

 

５ 施工に関する事項 

(1) 工事用地 

範囲は監督職員と協議の上決定し、使用にあたっては「工事用地使用許可願」を監督職員 

に提出して、発注者等の承諾を得ること。ただし、工事用地の借料は無償とする。 

 

(2) 仮設物の設置等 

① 仮設建物等 

仮設建物等を設置するときは、「仮設物設置許可願」を監督職員に提出して発注者等の 

承諾を得ること。 

② 障害物の撤去又は移設 

障害物の撤去又は移設をするときは、監督職員の指示により行うこと。 

③ 仮囲い等 

仮囲い等を設けるときは、別図の位置に、図示の種類によること。 

④ 監督職員事務所 

・設ける（  号）  ○・ 設けない 

号 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

規 模 

(㎡) 
1 0 内 外  2 0 内 外  3 5 内 外  6 5 内 外 1 0 0 内外   

⑤ 仮設物の維持管理等 

仮設物は、施工、監督及び検査に便利かつ安全な材料構造でかつ関係法規に準拠して設 

置するものとし、常に維持保全に注意すること。 

⑥ 墜落制止用器具の着用について 

労働安全衛生法施行令第13条第3項第28号における墜落制止用器具の着用は、「墜落制止用

器具の規格」（平成31年1月25日厚生労働省告示第11号）による墜落制止用器具（フルハー

ネス型墜落制止用器具、胴ベルト型墜落制止用器具及びランヤード等）とする。 

⑦ その他 

  ａ）工事期間中、近隣住民等第三者には、十分注意を払うこと。 

  ｂ）既存施設や道路等を汚損もしくは破損したときは、速やかに監督職員と    

    協議の上原状に復するものとする。                    

  ｃ）撤去工事における騒音、塵埃等には十分注意し、必要に応じて養生等     

    の処置を講ずること。                          

  ｄ）工事車両等の運行にあたっては、安全対策について、監督職員と十分     

    協議の上事故防止に努める。                       
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(3) 工事用電力等 

① 工事用電力、電話、給水、排水等は受注者において手続きの上設置し、その費用及び使 

用料は受注者の負担とする。 

② 工事用電力 

・電力会社と協議の上引き込む    ○・構内より分岐できる 

③ 工事用電話 

     ・構外より引込む。          ○・携帯電話にて対応する 

④ 工事用給水 

・構外より引込む。 ○・構内より分岐できる。 ・さく井する。 ・ 

⑤ 工事用電力、電話、給水の引き込み位置は別図により、排水は別図又は監督職員の指示 

による。 

⑥工事に際して、学内の上水道、下水道施設を使用するときは「上(下)水道使用願」を監 

督職員に提出して、発注者等の承諾を得ること。 

⑦ その他 

工事用電力、工事用給水を構内より分岐する場合は、受注者の負担において電力量計、 

量水器を設置し、料金は国立オリンピック記念青少年総合センターへ納入する。          

                                        

 

(4) 工事写真等 

① 工事写真等 

工事写真等は、文部科学省が定めた「工事写真撮影要領」により撮影し、次表のも 

のを提出すること。 

区   分 大 き さ 種   類 組 

敷地状況写真 サービス判 カ ラ ー       １組 

工 事 写 真        サービス判 カ ラ ー       １組 

完 成 写 真        サービス判 カ ラ ー       １組 

※ 完成写真はファイルし、表紙に工事名、工期を記入し、撮影方向

等を明示した配置図、平面図を添付すること。 

② その他 

質疑回答書、現場説明書、特記仕様書及び設計図（発注図）のＡ３版２つ折り製本を３部

提出すること。                                   

                                          

 

(5) その他 

鍵は、各組（一組は同一鍵３本）毎に鍵札（アクリル製）を付け、キープラン及び鍵リス

トを添えて鍵箱（鍵掛け付き）に納めて提出すること。 

 

６ 契約に関する事項 

(1) 独立行政法人国立青少年教育振興機構工事請負契約基準（以下、「基準」という。）の運用 

①基準第３の規定による、 

            ○・  提出する。 

工事費内訳明細書 

            ・ 提出しない。 
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            ○・  提出する。 

工 程 表          

            ・ 提出しない。 

② 基準第25第1項の規定により請負代金額の変更を請求する場合は、発注者又は受注者から請

求のあった日から起算して、残工事の工期が2月以上ある場合とする。 

③ 基準第25第2項の残工事代金額を算出する根拠となる残工事量を確認する場合において、工

事の工程が受注者の責により遅延していると認められる場合は遅延していると認められる

工事量を残工事量に含めないものとする。 

④ 基準第29第4項にいう「請負代金額」とは、損害を負担する時点における請負代金額をい

う。 

⑤ 天災、その他不可抗力による1回の損害合計額が前項にいう請負代金額の1000分の5の額 

（この額が20万円を越えるときは20万円）に満たないものは損害合計額とみなさないもの 

とする。 

(2) 契約の保証について 

落札者は、工事請負契約書案の提出とともに、次の①から⑦のいずれかの書類を提出しな 

ければならない。 

① 契約保証金として納付するものが、現金の場合は、保管金領収証書及び契約保証金納付 

 書 

ア 保管金領収証書は、 三菱ＵＦＪ銀行渋谷支店 に契約保証金の金額に相当する金額

の現金を払い込んで交付を受けること。 

イ 保管金領収証書の宛名の欄には、独立行政法人国立青少年教育振興機構 出納責任者 

山川 寿典と記載するように申し込むこと。 

ウ 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、独立

行政法人国立青少年教育振興機構の指示に従うこと。 

エ 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、契約保証金は、独立行政法

人国立青少年教育振興機構契約事務取扱規則により独立行政法人国立青少年教育振興機

構に帰属する。なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、

超過分を徴収する。 

オ 受注者は、工事完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに保管金払渡請求書を 

提出すること。 

② 契約保証金の納付に代わる担保が、国債（国債に関する法律の規定により登録された国

債を除く）、政府の保証のある債券、銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫

又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券、日本国有鉄道改革法（昭和61年

法律第87号）附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法（昭和23年法律第256号）

第1条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社等に関する法律

（昭和59年法律第85号）附則第4条第1項の規定による解散前 

の日本電信電話公社が発行した債券で政府の保証のある債券以外のもの、地方債及び独

立行政法人国立青少年教育振興機構が確実と認める社債の場合は、政府保管有価証券払

込済通知書及び契約保証金納付書 

ア 政府保管有価証券払込済通知書は、 三菱ＵＦＪ銀行渋谷支店 に契約保証金の金額に

相当する金額の当該有価証券を払い込んで、交付を受けること。 

イ 政府保管有価証券払込済通知書の宛名の欄には、独立行政法人国立青少年教育振興機構 

出納責任者 山川 寿典と記載するように申し込むこと。 

ウ 請負金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、独立行政

法人国立青少年教育振興機構の指示に従うこと。 

エ 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、保管有価証券は、独立行政法

人国立青少年教育振興機構契約事務取扱規則により独立行政法人国立青少年教育振興機

構に帰属する。なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、

超過分を徴収する。 
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オ 受注者は、工事完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに政府保管有価証券払 

渡請求書を提出すること。 

③  契約保証金の納付に代わる担保が、銀行又は独立行政法人国立青少年教育振興機構が確

実と認める金融機関が振り出し又は支払を保証した小切手、銀行又は独立行政法人国立青

少年教育振興機構が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形で

ある場合は、当該有価証券及び契約保証金納付書 

ア 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、独立

行政法人国立青少年教育振興機構の指示に従うこと。 

イ 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、当該有価証券は、独立行政

法人国立青少年教育振興機構契約事務取扱規則により独立行政法人国立青少年教育振興

機構に帰属する。なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別

途、超過分を徴収する。 

ウ 受注者は、工事完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに政府保管有価証券払 

渡請求書を提出すること。 

④  契約保証金の納付に代わる担保が、銀行又は独立行政法人国立青少年教育振興機構が確

実と認める金融機関に対する定期預金債権の場合は、当該債権に係る証書及び当該債権に

係る債務者である銀行又は独立行政法人国立青少年教育振興機構が確実と認める金融機関

の承諾を証する確定日付のある書面及び契約保証金納付書 

ア 当該債権に質権を設定し提出すること。 

イ 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、独立行

政法人国立青少年教育振興機の指示に従うこと。 

ウ 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、当該債権は、独立行政法人国

立青少年教育振興機構契約事務取扱規則により独立行政法人国立青少年教育振興機構に

帰属する。なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過

分を徴収する。 

エ 受注者は、工事完成後、独立行政法人国立青少年教育振興機構 理事長 古川 和から

当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は独立行政法人国立青少年

教育振興機構が確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面の返還を受け

るものとする。 

⑤ 債務不履行による損害金の支払を保証する金融機関等の保証に係る保証書及び契約保証 

金納付書 

ア 債務不履行による損害金の支払の保証ができる者は、出資の受入れ、預り金及び金利等

の取締りに関する法律（昭和29年法律第195号）第3条に規定する金融機関である銀行、

信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中

央金庫、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行並びに信用協同組合及

び農業協同組合、水産業協同組合その他の貯金の受入れを行う組合（以下「銀行等」と

いう。）又は公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和27年法律第184号）第2条第4

項に規定する保証事業会社（以下「金融機関等」と総称する。）とする。 

イ 保証書の宛名の欄には、独立行政法人国立青少年教育振興機構 理事長 古川 和と記

載するように申し込むこと。 

ウ 保証債務の内容は、工事請負契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いであ 

ること。 

エ 保証書上の保証に係る工事の工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が 

記載されるように申し込むこと。 

オ 保証金額は、契約保証金の金額以上とすること。 

カ 保証期間は、工期を含むものとすること。 

キ 保証債務履行請求の有効期間は、保証期間経過後6カ月以上確保されるものとするこ

と。 

ク 請負代金額の変更又は工期の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合等の 
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取扱いについては、独立行政法人国立青少年教育振興機構の指示に従うこと。 

ケ 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、金融機関等から支払われた 

保証金は、独立行政法人国立青少年教育振興機構契約事務取扱規則により独立行政法人

国立青少年教育振興機構に帰属する。なお、違約金の金額が保証金額を超過している場

合は、別途、超過分を徴収する。 

コ 受注者は、銀行等が保証した場合にあっては、工事完成後、独立行政法人国立青少年教

育振興機構 理事長 古川 和から保証書（変更契約書を含む。）の返還を受け、銀行

等に返還すること｡ 

⑥ 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券 

     ア 履行保証保険とは、保険会社が債務不履行時に保険金を支払うことを約する保険であ 

る。 

 イ 履行保証保険は、定額てん補方式を申し込むこと。 

ウ 保険証券の宛名の欄には、独立行政法人国立青少年教育振興機構 理事長 古川 和と

記載するように申し込むこと。 

エ 証券上の契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が 

記載されるように申し込むこと。 

オ 保険金額は、請負代金額の10分の1の金額以上とする。 

カ 保険期間は、工期を含むものとすること。 

キ 請負代金額の変更により保険金額を変更する場合の取扱いについては、独立行政法人国

立青少年教育振興機構の指示に従うこと。 

ク 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、保険会社から支払われた保 

険金は、独立行政法人国立青少年教育振興機構契約事務取扱規則により独立行政法人国

立青少年教育振興機構に帰属する。なお、違約金の金額が保険金額を超過している場合

は、別途、超過分を徴収する。  

⑦ 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証に係る証券 

ア 公共工事履行保証証券とは、保険会社が保証金額を限度として債務の履行を保証する 

保証である。 

イ 公共工事履行保証証券の宛名の欄には、独立行政法人国立青少年教育振興機構 理事長 

古川 和と記載するように申し込むこと。 

ウ 証券上の主契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名 

が記載されるように申し込むこと。 

エ 保証金額は、請負代金額の10分の1の金額以上とする。 

オ 保証期間は、工期を含むものとすること。 

カ 請負代金額の変更又は工期の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合等の 

取扱いについては、独立行政法人国立青少年教育振興機構の指示に従うこと。 

キ 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、保険会社から支払われた保 

証金は、独立行政法人国立青少年教育振興機構契約事務取扱規則により独立行政法人国

立青少年教育振興機構に帰属する。なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合

は、別途、超過分を徴収する。 

(3) 工事請負代金債権の債権譲渡 

この工事の受注者は、下請セーフティーネット債務保証事業又は地域建築業経営強化融資

制度のいずれかに係る融資を受けることを目的として、工事請負代金債権の債権譲渡を申し

出ることができるものとする。 

(4) 下請契約の締結 

受注者は、下請負人を使用する場合は、「建設工事標準下請契約約款」(昭和52年4月26日

中央建設業審議会決定)に準拠した適切な下請契約を締結すること。また、「建設業法令遵守ガ

イドライン（第5版）-元請負人と下請負人の関係に係る留意点-」(平成29年3月国土交通省土地

・建設産業局建設業課)により適切な取引をすること。 

(5) 建設産業における生産システム合理化指針の遵守等について 
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工事の適正かつ円滑な施工を確保するため、「建設産業における生産システム合理化指針 

について」（平成3年2月5日付け建設省経構発第2号の3建設省建設経済局長通知）において明 

確にされている総合・専門工事業者の役割に応じた責任を的確に果たすとともに、適正な契 

約の締結、適正な施工体制の確立、建設労働者の雇用条件等の改善等に努めること。また、 

下請代金の支払については発注者から受取った前払金の下請建設業者に対する均てん、下請 

代金における現金比率の改善、手形期間の短縮等その適正化について特段の配慮をするこ 

と。 

(6) 監督職員の権限 

基準第９第２項第１号から第３号に示す範囲とする。 

(7) 請負代金の支払 

請負代金（前払金及び中間前払金を含む）は、受注者からの適法な支払請求書に応じて 

独立行政法人国立青少年教育振興機構財務部財務課から２回以内に支払うものとする。 

(8) 請負代金の前払い 

公共工事の前払金保証事業会社と保険契約を締結し、当該保証証書を添えて工事請負代金 

額の「10分の4」以内の額の前払金を請求することが出来る。また、前払金の支払を受け 

た後、公共工事の前払金保証事業会社と保険契約を締結し、当該保証証書を添えて工事請負 

代金額の「10分の2」以内の額の中間前金払を請求することができる。 

(9) 工事関係保険の締結 

この工事の受注者は、速やかに、次の付保条件により、建設工事保険契約（共済その他こ

れに準じる機能を有するものを含む。）締結すること。 

① 保険対象 

工事請負契約の対象となっている工事全体とすること。 

② 保険契約者 

受注者とすること。 

③ 被保険者 

発注者並びに受注者及びそのすべての下請負人（リース仮設材を使用する場合には、リ 

ース業者を含む。）とすること。 

④ 保険金額 

請負代金額と同額とすること。ただし、支給材料又は貸与品の価額が算入されていない 

ときはその新調達価額を加算し、保険の目的に含まれない工事の費用（解体撤去工事費、

用地費、補償費等をいう。）が算入されているときはその金額を控除すること。 

⑤ 保険金支払額の控除額（免責額） 

請負代金額の1000分の5の額（この額が20万円を超えるときは20万円）未満とすること。 

⑥ 保険金請求者 

受注者とすること。 

⑦ 保険期間 

工事着手の日から工事目的物の完成引渡しの日までの期間とすること。 

⑧ 特約条項 

ア 同一発注者による同一工事場内における分離発注工事の隣接工区受注者相互間の求償 

権不行使特約を付帯すること。 

イ 水災危険担保特約を付帯すること。 

ウ 次の付保条件により、損害賠償責任担保特約を付帯（請負業者賠償責任保険その他こ 

れに準じる機能を有するものを付保することを含む。）すること。 

(ア) 対人賠償保険金額は、1名につき1億円以上かつ1事故につき10億円以上とするこ 

と。 

(イ) 対物賠償保険金額は、1事故につき1億円以上とすること。 

(ウ) 発注者受注者相互間の交差責任担保特約を付帯すること。 

(エ) 分離発注工事の隣接工区に対する賠償責任担保特約を付帯すること。 

⑨ その他 
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ア ここで示す付保条件は、工事関係保険として最低限必要と思われる付保条件であり、 

受注者が受注者の判断でこれ以上の付保条件で工事関係保険を付保することを妨げるも 

のでない。ただし、当該付保条件についても発注者が指示したものとみなす。 

イ 建物の建築工事の受注者は、分離発注される当該建物の付帯設備工事の受注者と協議 

の上、建築工事の受注者が保険契約者となり、付帯設備工事の受注者を被保険者に加 

え、一括して建設工事保険契約を締結することも可能である。 

ウ 受注者が工事関係保険契約を締結したときは、遅滞なく、その保険証券を発注者に提 

示すること。ただし、総括契約方式による付保の場合は、保険会社の引受証明を発注者 

に提示すること。 

エ 工事関係保険契約締結後に設計変更等により工事期間又は請負代金額に変更を生じた 

場合などには、速やかに、付保条件について変更の手続をとること。 

 

７ 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について 

(1) 独立行政法人国立青少年教育振興機構が発注する建設工事（以下「発注工事」という）におい

て、暴力団員、暴力団員準構成員又は暴力団関係業者（以下「暴力団員等」という）による不

当要求又は工事妨害（以下「不当介入」という。）を受けた場合には、断固としてこれを拒否

するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うととともに、捜査上必要な

協力を行うこと。 

(2)  (1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内

容を記載した書面により発注者に報告すること。 

(3)  発注工事において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の

被害が生じた場合には、発注者と協議を行うこと。 

 

８ その他 

(1)  工事実績情報サービス（ＣＯＲＩＮＳ）への登録 

この工事の受注者は、工事契約内容及び施工内容について契約締結後10日以内に、登録内 

容に変更があったときは登録内容に変更が生じた日から10日以内に、完成引渡しについて完 

成引渡し後10日以内にそれぞれの情報を財団法人日本建設情報総合センターの工事実績情報 

サービス（ＣＯＲＩＮＳ）への登録すること。 

(2)  公共事業労務費調査への協力 

毎年定期的に実施される公共事業労務費調査への協力を依頼することがあるので、労働基準

法第108条による賃金台帳を整備しておくこと。 

なお、賃金台帳の整備にあたっては、全国建設業協会刊「建設現場の賃金管理の手引き」に

よること。 

(3) 建設業退職金共済制度について 

① 建設業退職金共済組合に加入するとともに、その建設業退職金共済制度の対象となる労働

者について証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に証紙を貼付すること。 

② 「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を掲示すること。 

③ 掛金収納書（発注者用）を工事請負契約締結後原則1ヶ月以内（電子申請方式による場合

にあっては，工事請負契約締結後原則40日以内）に，発注者に提出すること。 

(4) 工事成績評定について 

    この工事は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」（平成12年法律第

127号）及び「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」（令和元

年10月18日閣議決定）に基づき、文部科学省が定めた工事成績評定要領（平成20年1月17日

付け19文科施第370号）による工事成績評定の対象工事である。 

(5) ワンデーレスポンスの実施について 

本工事はワンデーレスポンスの実施対象工事である。 

① ワンデーレスポンスとは、発注者からの質問、協議に対して、発注者は、基本的に「その

日のうちに」回答するよう対応することである。なお、即日回答が困難な場合に、いつま
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でに回答が必要なのかを受注者と協議の上、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「そ

の日のうちに」することを含むものとする。 

② 受注者は、実施工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握で

きる工程管理方法について、監督職員と協議を行うこと。 

③ 受注者は、工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査

し、差異が生じた場合は速やかに文書にて監督職員へ報告すること。 

(6) 主任技術者又は監理技術者の専任を要しない期間について 

① 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入又

は仮設工事等が開始されるまでの期間）については、主任技術者又は監理技術者の工事現

場への専任を要しない。なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監

督職員と協議の上定める。 

② 工事完成後、検査が終了し（発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。）、事務手

続き、後片付け等のみが残っている期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現

場への専任を要しない。なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、

受注者に通知した日とする。 

(7) 現場代理人の工事現場における常駐の緩和について 

① 基準第10第3項に規定する現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に

支障がないとは、以下のものとする。 

ア 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入

又は仮設工事等が開始されるまでの期間。）。なお、現場施工に着手する日について

は、請負契約の締結後、監督職員と協議の上、定める。 

イ 工事完成後、検査が終了し（発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。）、事務

手続き、後片付け等のみが残っている期間。なお、検査が終了した日は、発注者が工事

の完成を確認した旨、発注者に通知した日とする。 

ウ 工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間。 

エ 工事現場において作業等が行われていない期間。 

② 基準第10第3項に規定する発注者との連絡体制が確保されるとは、発注者又は監督職員と

携帯電話等で常に連絡が取られること、かつ、発注者又は監督職員が求めたときは、工

事現場に速やかに向かう等の対応が取られることとする。 

③ その他請負契約の締結後、監督職員と協議の上、現場代理人の工事現場における常駐を要

しない期間を定める。 

(8) 建設業法第26条第３項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者及び監理技術者補佐の工事

における取扱いについて 

  本工事は、建設業法第２６条第３項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者（以下、

「特例監理技術者」という。）の配置を認めない。 

①  本工事において、建設業法第26条第３項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者（以

下、「特定監理技術者」という。）の配置を行う場合は以下のア～クの要件を全て満たさな

ければならない。 

  ア 建設業法第26条第３項ただし書による監理技術者の職務を補佐する者（以下、「監理技

術者補佐」という。）を専任で配置すること。 

 イ 監理技術者補佐は、一級施工管理技士補又は一級施工管理技士等の国家資格者、学歴や

実務経験により監理技術者の資格を有する者であること。なお、監理技術者補佐の建設

業法第27条の規定に基づく技術検定品目は、特例監理技術者に求める技術検定種目と同

じであること。 

 ウ 監理技術者補佐は入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。 

 エ 同一の特定監理技術者が配置できる工事の数は、本工事を含め同時に２件までとする。

（ただし、同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複す

る複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に

一体性が認められるもの（当初の請負契約以外の請負契約が随意契約により締結される
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場合に限る）については、これら複数の工事を一の工事とみなす） 

 オ 特例監理技術者が兼務できる工事は○○地域内（例：○○市、○○市及び○○町）の工

事でなければならない。 

 カ 特例監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立

合等の職務を適正に遂行しなければならない。 

 キ 特例監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。 

 ク 監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。 

② 本工事の監理技術者が特例監理技術者として兼務する事となる場合、前項ア～クの事項に

ついて確認できる書類を提出すること。 

③ 本工事において、特例監理技術者及び監理技術者補佐の配置を行う場合又は配置を要さな

くなった場合は適切にコリンズ（CORINS）への登録を行うこと。 

(9) 特別重点調査を受けた者との契約について 

「低入札価格調査対象工事に係る特別重点調査の試行について」（平成21年3月31日大臣官

房文教施設企画部長通知）に基づく特別重点調査を受けた者との契約については、その契約

の保証については請負代金の10分の3以上とし、前払金の割合については、請負代金額の10

分の2以内とする。ただし、工事が進捗した場合の中間前払金及び部分払の請求を妨げるも

のではない。 

(10) 引渡し後点検について 

受注者は、完成引渡し後１年経過を目途に、施設の不具合の有無等について点検を行うも 

のとする。 

(11) 設計図書の取扱い 

   本工事の設計図書の取扱いは以下によるものとする。 

① 図書の取扱い、保管は、善良なる管理者の注意義務を負うことに同意すること。 

  ② 目的以外の使用は禁止とすること。 

   ③ 図書を複写する場合、その部数は必要最低限とし、複写した図書は用済み後責任を持って 

確実に処分すること。 

(12) デジタル工事写真の小黒板情報電子化について 

デジタル工事写真の小黒板情報電子化は、受発注者双方の業務効率化を目的に、被写体画像

の撮影と同時に工事写真における小黒板の記載情報の電子的記入及び工事写真の信憑性確認を

行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化、工事写真の改ざん防止を図るもので

ある。 

本工事で受注者がデジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は、工事契約後、監督職

員の承諾を得た上でデジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事（以下、「対象工事」とい

う。）とすることができる。対象工事では、以下の①から③の全てを実施することとする。 

なお、本項に規定していない事項は「工事写真撮影要領（文部科学省大臣官房文教施設企画

・防災部参事官）」に準ずる。 

①  必要な機器・ソフトウェア等の導入 

受注者は、デジタル工事写真の小黒板情報電子化の導入に必要な機器・ソフトウェア等

（以下、「使用機器」という。）については、「工事写真撮影要領（文部科学省大臣官房文

教施設企画・防災部参事官）」の「2.1.2 形状、寸法、仕様等の確認方法2．」に示す項目

の電子的記入ができること、かつ信憑性確認機能（改ざん検知機能）を有するものを使用す

ることとする。なお、信憑性確認機能（改ざん検知機能）は、「電子政府における調達のた

めに参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC 暗号リスト)」(URL

「https://www.cryptrec.go.jp/list.html」)に記載している技術を使用していること。ま

た、受注者は監督職員に対し、工事着手前に、対象工事での使用機器について提示するもの

とする。 

②  デジタル工事写真における小黒板情報の電子的記入 

受注者は、使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合は、被写体と小黒板情報を

電子画像として同時に記録してもよい。小黒板情報の電子的記入を行う項目は、「工事写真
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撮影要領（文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部参事官）」の「2.1.2形状、寸法、仕

様等の確認方法 2．」による。 

なお、対象工事において、「小黒板情報電子化」と「小黒板を被写体に添えての撮影（従

来の方法）」を併用することは差し支えない（例えば、高温多湿、粉じん等の現場条件の影

響により、使用機器の利用が困難な工種が想定される）。 

③  小黒板情報の電子的記入を行った写真の納品 

受注者は、②に示す小黒板情報の電子的記入を行った写真（以下、「小黒板情報電子化写

真」という。）を、工事完成時に監督職員へ納品するものとする。なお納品時に、受注者は

URL（http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index_degital.html）のチェックシステ

ム（信憑性チェックツール）又はチェックシステム（信憑性チェックツール）を搭載した写

真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソフトを用いて、小黒板情報電子化写真の信憑性確

認を行い、その結果を併せて監督職員へ提出するものとする。なお、提出された信憑性確認

の結果を、監督職員が確認することがある。 

 



株式会社　坂倉建築研究所　大阪事務所

実施設計図

令和４年６月

国立青少年教育振興機構
国立オリンピック記念青少年総合センターカルチャー棟改修工事

独立行政法人　国立青少年教育振興機構

課　長 課長補佐 係長 主　任

m.nakamura
テキスト ボックス
【本図面は概要図です】　全ての図面は、持参頂く未使用ＣＤ-Ｒと　引換えにて、ＰＤＦデータコピー済ＣＤ-Ｒ　をご提示致します。ケースは持参願います。  　　引換は、国立青少年教育振興機構　財務部　施設管理課にて行います。
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縮　尺
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課　長 課長補佐 係長 主　任

図面リスト・敷地案内図
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国立オリンピック記念青少年総合センター　センター棟他機能改善整備設計業務
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図面リスト・敷地案内図

特記仕様書-２

特記仕様書-１

特記仕様書-３

特記仕様書-４

工事区分表

改修工事リスト・改修建具表

全体配置図・仮設計画図

改修前　１階平面図

改修前　２階平面図

改修前　３階平面図

改修後　１階平面図

改修後　２階平面図

改修後　３階平面図

改修前　地階１階(2)平面図

改修後　地下１階(2)平面図

改修後　４階・PH階平面図

改修前　４階・PH階平面図

改修後　１階平面図、断面詳細図（小練習室、工芸室）

改修後　２階平面図、断面詳細図（小練習室）

改修後　３階平面図、断面詳細図（小練習室）

改修後　４階平面図、断面詳細図（中練習室）

１階建具案内図（原設計時）

２階建具案内図（原設計時）

４階建具案内図（原設計時）

３階建具案内図（原設計時）

地下１階（1）建具案内図（原設計時）

地下１階（2）建具案内図（原設計時）

部分詳細図（原設計時キャノピー　参考図）

展開図－５（原設計時　参考図）

展開図－６（原設計時　参考図）

展開図－７（原設計時　参考図）

展開図－８（原設計時　参考図）

展開図－９（原設計時　参考図）

展開図－１０（原設計時　参考図）

展開図－１１（原設計時　参考図）

展開図－１２（原設計時　参考図）

展開図－１３（原設計時　参考図）

展開図－１４（原設計時　参考図）

展開図－１５（原設計時　参考図）

展開図－１６（原設計時　参考図）

展開図－１７（原設計時　参考図）

展開図－１８（原設計時　参考図）

展開図－１（原設計時　参考図）

展開図－２（原設計時　参考図）

展開図－３（原設計時　参考図）

展開図－４（原設計時　参考図）

展開図－１９（原設計時　参考図）

展開図－２０（原設計時　参考図）

展開図－２１（原設計時　参考図）

展開図－２２（原設計時　参考図）

展開図－２３（原設計時　参考図）

展開図－２４（原設計時　参考図）

展開図－２５（原設計時　参考図）

展開図－２６（原設計時　参考図）

展開図－２７（原設計時　参考図）

展開図－２８（原設計時　参考図）

展開図－２９（原設計時　参考図）

展開図－３０（原設計時　参考図）

展開図－３１（原設計時　参考図）

展開図－３２（原設計時　参考図）

展開図－３３（原設計時　参考図）

展開図－３４（原設計時　参考図）

立面図－１

立面図－２

立面図－３

立面図－４

立面図－５

断面図－１

断面図－２

断面図－３
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防水工事 足場解体前

監督職員と協議の上、位置を決定する。

1

1

1

1

1

2

2

国立青少年教育振興機構

ＪＷＷ、ＤＸＦ、及びＰＤＦ

図示

（15）

・ 館内の職員・利用者の安全確保及び非常時の避難通路確保等の法令を遵守すること。・　共通事項の補足

・ 騒音・振動・臭気を伴う工事は、事前に監督職員と協議を行った上で全体工事工程表

　 を作成すること。

・ 設計図書に図示した指定数量は精算対象とするが、施工に先立ち監督職員に報告の上、

   増減資料を提出すること。

・ 漏水修繕については、事前調査の上、設計図書に示す対策に過不足がある場合は

   監督職員と協議を行うこと。

・ 改修部分に備品（備付備品を含む）がある場合は、その移動・引渡または処分について、

   監督職員との協議による。

・ 改修工事においては埋設配管、配線に十分留意をすること。

国立青少年教育振興機構　国立オリンピック記念青少年総合センターカルチャー棟改修工事

カルチャー棟

RC一部S及びSRC

地下1階地上4階
PH1階

6,812.25

17,189.89

カルチャー棟

　・ 工事期間中も職員執務スペース及び大ホール・小ホール（附帯する諸室・便所等
　　 を含む）の運用を続けていくものとする。

1階～
4階

1階～
4階

各階の廊下2箇所 8検体

練習室等の貸出室　
1階～3階：各2箇所、4階：1箇所 7検体

カルチャー棟

3

15

67

一部内装材

・ 工区分けは第一工区：3階・4階、第二工区：地階・1階・2階とし、

　 工期は監督職員との協議による。施工に先立ち、職員及び利用者の使用範囲

   を具体に協議の上、必要に応じて仮設間仕切壁（2方向避難、自然排煙、自火報等

   法令遵守及び設備系統の問題点有無を設備工事施工者と調整)を設置すること。

   総合仮設計画書は監督職員へ提出し、必要に応じて所轄消防と協議・届出を行うこと。

大 阪 事 務 所坂 倉 建 築 研 究 所 一級建築士 第２０４４８３号 宍道 弘志

縮　尺

独立行政法人　国立青少年教育振興機構

業務名

課　長 課長補佐 係長 主　任

特記仕様書-１

Ａ－００２

　　CADデータ（電子納品）　　　 　部

・　技能士

技能検定の種別

　仮設工事

　鉄筋工事

　コンクリート工事

(1.5.2)[1.6.2]

適用工事種別

　鉄骨工事

　ブロック・ＡＬＣパネル工事

　ＰＣカーテンウォール工事

　防水工事

　石工事

　タイル工事

　木工事

　屋根、とい工事

　金属工事

　左官工事

　建具工事

　塗装工事

　内装工事

　植栽工事

・　施工の検査等

標準仕様書に定めがあるもの以外で、次について監督職員の検査を受ける。

標準仕様書に定めがあるもの以外で、次に示す工事段階及び事項については、監督職員の

立会いを受ける。

・　施工の立会い

(1.5.5)[1.6.5]

(1.5.7)[1.6.7]

備考施工の立会いを行う工程

・　化学物質の濃度測定 (1.5.9)[1.6.9]

（１）室内空気中のホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン等

　　　の濃度を測定し、測定結果を監督職員に報告する。

　ホルムアルデヒド 　100μg/m　(0.08ppm)以下

指針値（両単位の換算は、25℃の場合による。）

　トルエン 　260μg/m　(0.07ppm)以下

　キシレン 　200μg/m　(0.05ppm)以下

　エチルベンゼン 　3800μg/m　(0.88ppm)以下

　スチレン 　220μg/m　(0.08ppm)以下

測定対象化学物質

（２）測定対象室及び測定箇所数は以下表による。

階棟名称 採取本数室名

・　完成時の提出図書

　次の図書を監督職員に提出する。また、それらを本工事目的物に関し使用するための権

利については、発注者に委譲する。

(1.7.1～3)[1.8.1～3]

・ 完成図（施工図、施工計画書を除く。）

・ 施工計画書

・ 保全に関する資料

・ 施工図（次に示すものを標準とし、提出部数等は監督職員と協議による。）

　　A1版原図　　　　　　　　　　　部

　　A3複写図（製本）　　　　　　　部

　　A1複写図（製本）　　　　　　　部

　　A4ファイル綴じ　　　　　　　　部

　　A4ファイル綴じ　　　　　　　　部

（３）測定方法は、（・吸引方式（アクティブ法）・拡散方式（パッシブ法））により行う。

（４）文部科学省の「学校環境衛生基準」に基づき、採取は室内の温度が高い時期に行い、

　　　吸引方式では30分間で２回以上、拡散方式では８時間以上行う。

（５）測定結果が指針値を超えていた場合は、発生源を特定し、換気等の措置を講じた後、

　　　再度測定し、基準値以下であることを確認してから引渡しを行う。

・ 工事写真（「工事写真撮影要領」による。）

　　原本（電子媒体）　　　　　　１部

　　アルバム（紙又は電子媒体）　１部

　　A3版原図　　　　　　　　　　　部

・とび

・造園

・内装仕上げ施工（ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系床仕上げ、ﾎﾞｰﾄﾞ仕上げ）

・塗装

・サッシ施工　　・自動ドア施工　　・ガラス施工

・左官

・内装仕上げ施工（鋼製下地）

・建築板金

・建築大工

・タイル貼り

・石材施工

・カーテウォール施工

・ブロック建築　　・ＡＬＣパネル

・とび　　・鉄工

・左官　　・型枠施工　　・コンクリート圧送施工

・鉄筋施工

・防水施工（ｼｰﾘﾝｸﾞ防水工事作業）

章 項　目 特　　記　　事　　項

・　建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。・　適用区分

　・　風圧力

　　　　地表面粗度区分（ ・ Ⅰ　・ Ⅱ　・ Ⅲ　・ Ⅳ）

　・　積雪荷重

この工事現場に下記いずれかの資格を有する電気保安技術者を選任する。

 技術者

1　　第３種電気主任技術者以上の資格を有する者

3　　高等学校又はこれらと同等以上の教育施設において、電気事業法の規

　　 定に基づく主任技術者の資格等に関する省令第７条第１項各号の科目

　　 を修めて卒業した者

4　　旧電気工事技術者検定規定規則による高圧電気工事技術者の検定に合

　　 格した者

5　　公益事業局長又は通商産業局長の指定を受けた高圧試験に合格した者

6　　第１種電気工事士の資格を有する者

7　　２級電気工事施工管理技士の資格を有する者

9　　短期大学若しくは高等専門学校又はこれらと同等以上の教育施設の電

　　 気工学以外の工学に関する学科において一般電気工学（実験を含む）

　　 に関する科目を修めて卒業した者

8　　第２種電気工事士以上の資格を有する者

項　目　名 電気保安　　保安責任者

・　電気保安技術者、

　　工事用電力設備の

(1.3.3～4)[1.3.3～4]

・　施工条件 (1.3.5)[1.3.5]

工事用電力を構外から引き込む場合は、法令に基づく有資格者を定め、監督職員に報告する。

　　　　風速（Vo=　　　　m/s）

・

・

・

・

・

・

・

・

・

2　　１級電気工事施工管理技士の資格を有する者

・　発生材の処理等 (1.3.11)[1.3.12]

（１）引渡しを要するもの

（２）特別管理産業廃棄物

　　１）品名　　　　　

　　２）引渡し先　　　

　　３）集積場所　　　

　　１）品名　　　　　

　　２）処理方法

（３）現場において再利用を図るもの

（４）再資源化を図るもの

　　１）品名　　　　　

　　２）使用箇所　　　

　　１）品名　　　　　

（５）その他発生材については、標準仕様書に従い、適切に処理する。

・　環境への配慮

（１）建築物内部に使用する材料等とは、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有する

　　　と共に、次の①から④を満たすものとする。

　①　合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、ＭＤＦ、パーティ

　　　クルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断

　　　熱材、塗料、仕上塗材は、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極

　　　めて少ない材料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分に応じ

　　　た材料を使用する。

　②　接着剤及び塗料は、トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材料を

　　　使用する。

　③　接着剤は、可塑性（フタル酸ジ－ｎ－ブチル及びフタル酸ジ－ｎ－エチルヘキシル等

　　　を含有しない難揮発性の可塑剤を除く）が添加されていない材料を使用する。

　④　①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類は、ホルムアルデ

　　　ヒド、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ない材料を使

　　　用したものとする。

（２）設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分において、「規制対象外」

　　　とは次の①又は②に該当する材料を指し、同区分「第三種」とは次の③又は④に該当

　　　する材料を指す。

　　　①建築基準法施行令第20条の７第１項に定める第一種、第二種及び第三種ホルムアル

　　　　デヒド発散建築材料以外の材料

　　　②建築基準法施行令第20条の７第４項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料

　　　③建築基準法施行令第20条の７第１項に定める第三種ホルムアルデヒド発散建築材料

　　　④建築基準法施行令第20条の７第３項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料

・　材料の品質等

（１）本工事に使用する材料は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常有すべき品質及

　　　び性能を有するものとする。

（２）備考欄に商品名が記載された材料は、同等品を使用するものとし、同等品を使用する

　　　場合は監督職員の承諾を受ける。

（３）標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する

　　　工法とする。

（４）本工事に使用する材料のうち、（５）に指定する材料の製造業者は、次の①から⑥す

　　　べての事項を満たすものとし、この証明となる資料又は外部機関が発行する品質及び

　　　性能等が評価されたことを示す書面を提出して監督職員の承諾を受ける。ただし、製

　　　る。

　　　造業者等名が記載されているものは、証明となる資料等の提出を省略することができ

　　　①品質及び性能に関する試験データを整備していること。

　　　②生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。

　　　③安定的な供給が可能であること。

　　　④法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。

　　　⑤製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。

　　　⑥販売、保守等の営業体制を整えていること。

（５）製造業者等に関する資料の提出を求める材料

(1.4.1)[1.4.1]

(1.4.2)[1.4.2]

1

　　　　平成12年5月31日建設省告示第1455号における区域　別表（　　　　）

・

・  8 耐震改修工事

完成期限

３．

２．

建物概要

４．

工　事　種　目

建物別及び屋外 工　　　　　事　　　　　種　　　　　別

建 物 名 称

階 数

構 造

工 種

延べ面積(㎡)

建築面積(㎡)

消防法施行令別表第一の区分

改 修 面 積 （ ㎡ ）

備 考

工事種目（ ・ 印の付いたものが対象工事種目）

・  2 仮設工事

・  3 防水改修工事

・  4 外壁改修工事

・  5 建具改修工事

・  6 内装改修工事

・  7 塗装改修工事

・  9 環境配慮改修工事

・ 

概成工期

５． 有指定部分

有

 工 事 仕 様

１．共通仕様

ものを適用する。

（１）

Ⅱ

６．

・

無

無・

・

対象部分（　　　　　　　　　　　　　　　）

・

・

・

・

・ 建築物解体工事共通仕様書(平成31年版)

公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)(平成31年版)(以下「改修標準仕様書」という。)

建築工事標準詳細図(平成28年版)(以下「標準詳細図」という。)

公共建築工事標準仕様書(建築工事編)(平成31年版)(以下「標準仕様書」という。)

・

（２）

工事写真撮影要領(令和元年7月)・

・

電気設備工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は、電気設備工事及び機械設備工事は、

いう。)

様書」という。)

２．特記仕様

（１）本特記仕様書の表記

　　１）項目は、・ 印の付いたものを適用する。

　　２）特記事項は、・ 印の付いたものを適用する。

　　　　・ 印の付かない場合は、※ 印の付いたものを適用する。

　　　　・ 印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。

　　４） Ｇ 印は、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」（平成12年法律第100号）に

　　　　基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針（平成31年2月8日変更閣議決定）」に定める

　　　　特定調達物品における判断の基準（特定調達品目「公共工事」においては表１中の品目ごとの判

　　　　断の基準）を満たすものを示す。

　　　　特記事項に記載の　[　　]　内表示番号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。

　　３）特記事項に記載の　(　　)　内表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。

　　　　特記事項に記載の ((　　)) 内表示番号は、文科仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。

　　　　特記事項に記載の [[　　]] 内表示番号は、文科改修仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。

(1.2.1)[1.2.1]

機械設備工事の特記仕様書は（　　　　　）図による。

建築基準法による

指定部分工期　令和　　年　　月　　日（　曜日）

Ⅰ  工 事 概 要

工事場所１．

独立行政法人国立青少年教育振興機構発注工事請負契約規則第二章第１９条の工事請負

令和　　年　　月　　日（　曜日）

それぞれの工事特記仕様書を適用する。なお、電気設備工事の特記仕様書は（　　　　　）図、

　フィルムサイズ　

　コンクリート厚さ　　  ｃｍ

・　他工事又は他工種

　　との取合い 　工事区分表による。これにより難い場合は監督職員と協議する。

あと施工アンカー工事

　　６章および８章による

コア抜き、はつり工事等

　※ 既存資料調査

　・ 探査機（電磁波レーダー法又は電磁波誘導法）による探査
．

　　 配管・配線等の位置の墨出を行う

　　 範囲　※　図示　・　

　・ 放射線透過試験

　　 労働安全衛生法、「電離放射線障害防止規制」（昭和47年労働省令第41号）等に定める

　　 ところによるほか、次による。

　　（1）作業主任者は、エックス線作業主任者の資格を有するものとし、資格を証明するも

　　（2）放射線照射量は 小限のものとし、照射中は人体に影響のない程度まで照射器より

　　（3）露出時間は、コンクリートの厚さ等により、適宜調整する。

　　（4）付近にフィルム、磁気ディスク等放射線の影響を受けるものの有無を確認する。

　　（5）躯体の墨出しは、表裏でズレがないように措置を講ずる。

　撮影枚数　    枚　

　　　　 のとし、資格を証明する資料を監督職員に提出する。

　　　　 離れる。また、作業者以外の立入禁止措置を講ずる。

・ 完成写真

　　工事完成時に次の写真を撮影し、監督職員に提出する。

撮影部位
形式・サイズ 撮影者

提出 画素数

及び箇所数 セット数 及び画質等

　・ 既存躯体に穿孔する場合に、金属探知により電源供給が停止できる付属装置等を用いる。

  外観正面

　カラー印画紙キャビネ判

　Ａ４アルバム綴じ ※

　電子データ（JPEGフル 　建築完成写真   １箇所 　4500×3000

　カラー・圧縮率1/4程度） 　の撮影実績が　ピクセル以

　カラー木製パネル半切 　ある者で、監　上で画像補

　（324×400mm） 　督職員が承諾　正を行った

　する撮影業者　もの

 上記と異なる

　カラー印画紙キャビネ判

　電子データ（JPEGフル

　カラー・圧縮率1/4程度）

　1280× 960　カラー印画紙キャビネ判

　ピクセル以　Ａ４アルバム綴じ

　上かつ撮影　電子データ

　したデジタ 　　　任意　（JPEGフルカラー） 程度

　ルカメラの

　設定のうち

　 高の画質

注：※ のアルバムは併せて作成する。

　カラー印画紙キャビネ判

　カラー印画紙キャビネ判

　Ａ４アルバム綴じ ※

　電子納品は次の規定に従うものとする。

　１）　貸与する設計図のＣＡＤデータは以下による。

　　　　　貸与条件：貸与するＣＡＤデータを本工事における施工図又は完成図の作成の

　　　　　　　　　　ため以外に使用しないこと。

　２）　完成写真の撮影に関する著作者の権利等については次のi）及びii）によることと

　　　し、受注者は撮影者等との契約に当たってもそれらの承諾を条件とする。

　　　　ことができるものとする。この際、著作者名を表示しないこと及びその利用に必要

　　　i ）提出された写真は、国が行う事務及び国が認めた用途に関して、無償で利用する

　　　　な範囲で改変を行うことができるものとする。

　　　ii）受注者及び撮影者等は、撮影時に取得した全ての写真（提出していないものを含

　　　　む。）及びその改変物、複製物を公表、閲覧、譲渡その他一切の方法により第三者

　　　　に使用させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を受けた場合は、この

　　　　限りではない。

　　　エラーがないことを確認した後、ウイルス対策を実施したうえで監督職員に提出する。

　３）　電子納品の対象は上記によるほか、監督職員と受注者で協議を行う。

　４）　電子成果品は、提出前に電子成果品作成支援・検査システムによるチェックを行い、

　　　　　電子媒体：ＣＤ－Ｒ又はＤＶＤ－Ｒ

　　　　　ＣＡＤデータ：ＪＷＷ、ＤＸＦ及びＰＤＦ

　　　　　上記の他、監督職員が認めた形式

　５）　提出方法及びファイル形式は以下による。

　　　　　著作者名：

　　　　　ファイル形式：

 外部：　箇所

 内部：　箇所

 外部：　箇所

 内部：　箇所

独立行政法人 国立青少年教育振興機構
国立オリンピック記念青少年総合センター　センター棟他機能改善整備設計業務

令和　　年　　月　　日（　　　）

文部科学省建築工事標準仕様書(特記基準)(建築工事編)(令和4年版)(以下「文科仕様書」と

文部科学省建築改修工事標準仕様書(特記基準)(建築工事編)(令和4年版)(以下「文科改修仕

3

3

3

3

3

各
章
共
通
事
項

・　埋設配管・配線

　　および鉄筋調査

国立青少年教育振興機構
国立オリンピック記念青少年総合センターカルチャー棟改修工事

この工事現場では、次の施工条件による。

契約基準、現場説明書、図面　　　枚及び本特記仕様書　　　枚によるほか、○印の付いた



・色サンプル

S-6

W-5

A-4

既存色共色
ウレタン樹脂焼付塗装40μ

メーカー仕様による

メーカー仕様による

T-2

ウレタン塗膜防水塗布

鋼板の厚さ（mm）　　　　　　※標準仕様書表16.5.1による

材料　鋼板　・亜鉛めっき鋼板　　・ビニル被覆鋼板　　・カラー鋼板　　・ステンレス鋼板

召合せ，縦小口包み板の材質　・建具表による　　・

　・断熱ドア，断熱サッシ　とする場合　断熱性の等級（ ・　　　　）

　・耐震ドアとする場合　　　　　　　　面内変形追随性の等級（ ・　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　・図示

Ｇ

鋼板

(16.2.2)(16.5.2～4)

「日本板硝子　ウムスマートウインドウ」同等品

・ 不燃アルミ複合パネル

グラウト注入

コンクリート構造物高圧注入止水工法「茶谷産業　TAPグラウト工法」同等品

「積水樹脂プラメタル　ＦＲシリーズ不燃ＤＰ厚１２」同等品

・ 協議による

・ 2重シーリング打替は内側シーリング点検＋外側シーリング打替を原則とし、
　内側シーリングが健全でない場合は、打替対象とする

塗膜防水 ・ エチレン系塗膜防水
「大関化学　パラテックス防水　A-1工法」同等品

・ ウレタン系塗膜防水＋エポキシ樹脂（＋アクリルウレタン樹脂）系塗料
「エービーシー商会　ポリメタイトＥＣＯ＋耐塩素用カラートップＦ」
 共にＦ☆☆☆☆　同等品

鋼製軽量建具

・
・高圧メラミン樹脂不燃化粧板・中心吊・隠しビス仕様

　小松ウォール「サニティTB-GPRタイプ」同等品　

本設扉の利用及び適宜の仮設間仕切壁

・ 協議による

メッシュなし1成分形密着型「ダイフレックス　エバーコートZERO-1H　厚2 受注生産色」同等品　

　簡易気密型ドアセット　　　　・適用する　　・適用しない

・ 瞬間調光ガラス　Ｐ６＋Ｐ６（総厚１２．５）

・ トイレブース

性能値等（建具符号は建具表による）

・ 「東洋シャッター　TSレバータイト　PAT-MKWF」同等品

　・防音ドア，防音サッシとする場合　　遮音性の等級（ ・　　　　）

・

大 阪 事 務 所坂 倉 建 築 研 究 所 一級建築士 第２０４４８３号 宍道 弘志

縮　尺

独立行政法人　国立青少年教育振興機構

業務名

課　長 課長補佐 係長 主　任

特記仕様書-２

Ａ－００３

　　　　　ドアセット

 　　　　　　　　　　　　   　・S-6（建具符号：・建具表による　・　　　　） 

 　　　　　　　　　　　　　   ・S-5（建具符号：・建具表による　・　　　　）
  外部に面する建具の耐風圧性　・S-4（建具符号：・建具表による　・　　　　）

        　　  　　　　　　　　　　・適用しない 
  　　　　　　　　　　　　　　　　　（建具符号：・建具表による　・　　　　　） 

  簡易気密型　　　　　　　　　　　・適用する

性能等級

　[5.2.2][5.4.2～4][表 5.4.2]

　防音ドア,防音サッシ　　　　　　　遮音性の等級（・　　　　）

Ｇ

～・

・

・

・

・

アルミニウム製建具

 [5.1.7]防犯建物部品

                  ・納まり等がわかる程度のもの

建具見本の程度　　・工事に使用するものとして、あらかじめ製作する

見本の製作等  [5.1.5]

・・

・・

・・

・・

・・

適用箇所撤去工法かぶせ工法建具の種類

 [5.1.3]

水切り板、ぜん板　・図示　・ 

結露水の処理方法　・図示　・ 

ステンレス鋼板　・　　　　　　　　　※ SUS304、SUS430JIL、又はSUS443JI

              着色　・標準色（　　　　　）・特注色（　　　　　　　　　）

  屋内の建具　　　　・BC-1　　　・BC-2　 

              着色　・標準色（　　　　　）・特注色（　　　　　　　　　） 

外部に面する建具　・BB-1    　・BB-2     　

表面処理 

  枠の見込み寸法　・建具表による　

　　　　　　　　　　・Ｃ種（建具符号：・建具表による　・　　　　)

 　　　　　　　　　 ・Ｂ種（建具符号：・建具表による　・　　　　）

 　　　　　　　　　 ・Ａ種（建具符号：・建具表による　・　　　　）

  外部に面する建具の種別

水密性の等級　　　　　　　（　　　　　　　　　　　）

気密性の等級　　　　　　　（　　　　　　　　　　　）

耐風圧性の等級　　　　　　（　　　　　　　　　　　）

性能値等

　[5.2.2　5][表 5.2.2]

・適用しない 

・適用する（　　　　　　）　適用箇所（・建具表による　・　　　　）

特殊な建具の仮組　・行う（建具符号：　　　　） 　　・行わない　　　

建具見本の製作　　・行う（建具符号：　　　　） 　　・行わない　　　　　　　　

・連動させない

・連動させる（・建具表による　・　　　　） 

  ヒューズ装置、熱感知器又は煙感知器との連動 

・指定しない 

・指定する　適用箇所（・建具表による　・　　　　） 

防火戸 [5.1.4]

  建具周囲のシーリングは、改修特記仕様書3章　防水改修工事による 

  新規建具周囲の補修工法及び範囲　※図示　・ 

　壁部分の開口の開け方　※図示　・ 　

新規に建具を設ける場合 

・ 建具表による　・ 

・ 建具表による　・ 

・ 建具表による　・ 

・ 建具表による　・ 

・ ・ 建具表による　・ 

・ 建具表による　・ 

改修工法

・ ステンレス製建具

・ 鋼製軽量建具

・ 内部

・ 外部・ 鋼製建具

・ アルミニウム製建具

・ 樹脂製建具

　断熱ドア,断熱サッシ　  　　　　　断熱性の等級（・　　　　）

　耐震ドア　　　　　　　　　 　　　面内変形追随性の等級（・　　　　）

5

　・メタリック

　※つやあり

外観

　※アクリル系

樹脂

※耐候形３種・ゆず肌状  　・可とう形改修塗材ＣＥ

　※水系・さざ波状・可とう形改修塗材ＲＥ

・溶媒・平たん状・可とう形改修塗材Ｅ

防火材料耐候性上塗材の種類仕上げの形状・工法種類（呼び名）
・可とう形改修用仕上塗材

・

・

・

・ 建具用金物  [5.7.1～3]

金物の種類及び見え掛り部の材質等　

※改修標準仕様書表5.7.1により適用は建具表による。　　

金属製建具用丁番の枚数及び大きさ　・建具表による

※改修標準仕様書表5.7.2による

樹脂製建具用丁番の枚数及び大きさ　・建具表による 

※改修標準仕様書表5.7.3による

握り玉、レバーハンドル、押板類、クレセントの取付け位置　・建具表による　・ 

・錠前類 （シリンダ箱錠及びシリンダ本締　り錠） 　　　　　　　　　　　　　　　　　ま

・錠前類 （レバーハンドル）

・クローザ類

[5.7.4]

・ 鍵 マスターキー　・ 製作する　　・ 製作しない

　　　　　　　・ 既存のマスターキーに合わせる

その他の鍵の製作本数　　※ 各室３本１組　　・ 

鍵箱　　　　　・ 無　　・ 有

・ ガラス [3.7][5.13.2～4]

・フロート板ガラスの品種及び厚さの呼びによる種類

・建具表による

・型板ガラスの厚さによる種類

・建具表による

・網入り板ガラス及び線入り板ガラスの網又は線の形状、板の表面の状態及び厚さの

呼びによる種類

・建具表による

・合わせガラス

材料板ガラスの種類及び厚さの組合せ並びにガラスの合計厚さによる種類

・建具表による

形状による種類

・平面合わせガラス　　　・曲面合わせガラス

落球衝撃はく離特性並びにショットバック衝撃特性による種類

・Ⅰ類　　　･Ⅱ-１類　　　・Ⅱ-２類　　　・Ⅲ類

・強化ガラス

形状による種類及び材料板ガラスの種類による名称

・建具表による

破片の状態及びショットバック衝撃特性による種類

・Ⅰ類　　　・Ⅲ類

・熱線吸収板ガラス

板ガラスによる種類及び厚さによる種類

・建具表による

性能による種類

・1種　　　・2種

・複層ガラス

材料板ガラスの種類及び厚さの組合せ並びに複層ガラスの厚さ

・建具表による

断熱性による区分

・Ｔ１　　・Ｔ２　　・Ｔ３　　・Ｔ４　　・Ｔ５　　・Ｔ６

日射取得性、日射遮蔽性による区分

・Ｇ　　　・Ｓ

乾燥気体の種類

・空気　　・アルゴン

・熱線反射ガラス

材料板ガラスの種類及び厚さによる種類

・建具表による

日射熱遮へい性による区分

・１種　　・２種　　・３種

耐久性による区分（日射熱遮蔽性による区分が２種の場合）

・Ａ種　　・Ｂ種

映像調整　　・行わない　・行う  

・倍強度ガラス

材料板ガラスの種類及び厚さによる種類

・建具表による

・ 　 ※建具製造所の仕様による
・シーリング材 ステンレス製 ・図示 
・ 　 ※建具製造所の仕様による

・シーリング材 鋼製及び鋼製軽量 ・図示 

  ・ 　

  ・グレイジングチャンネル形 

※建具製造所の仕様による・ガスケット 　

・図示 ・シーリング材 

　　 ガラス溝の大きさ(mm)         ガラス留め材
ガラスの留め材及び溝の大きさ
      建具の種類

アルミニウム製

・

表示する。また、既存塗膜と新規上塗材との適合性を確認する。

塗り仕上げについては、コンクリートまたはモルタル表面のはがれ及びはく落部を壁面に

コンクリート表面のはがれ及びはく落部を壁面に表示する。

形状寸法等を調査する。

モルタル塗仕上げ及びタイル張り仕上げについては浮き部分を表面に表示し、また欠損部の

錆汁の流出の有無を調査する。

ひび割れの幅及び長さを壁面に表示する。また、ひび割れ部の挙動の有無、漏水の有無及び

調査内容

施工数量調査

調査報告書の部数　・ ２部　

調査範囲　・ 外壁改修範囲　・図示の範囲

 [1.5.2、3]

既存部分の破壊を行った場合の補修方法　・図示　・　

剤等を予め工場において所定の割合に配合した材料とする。

モルタル下地としたタイル工事に使用する張付け用モルタルとして、セメント、細骨材、混和

2 2 2

ポリマーセメント

　　　　　　スラリー

 [4.2.2]既調合モルタル

 [4.2.2]

広がり速度 長さ変化率 引張接着性 曲げ性能 吸水性 耐久性

(cm/s) （収縮） （材齢２８日）（材齢２８日） （７２時間） （劣化曲げ強さ）

３ ０．５ N/mm ５．０ N/mm １５％ 以下 ５．０ N/mm

以上 以上

保水係数 ０．３５～０．５５

粘調係数 ０．５０～１．００

・

・

　 以下 　 以下３％ 

4

　・メタリック

　※つやあり・防水形複層塗材ＲＥ

外観・防水形複層塗材Ｅ

・防水形複層塗材ＣＥ

　※アクリル系・複層塗材ＲＥ

樹脂・複層塗材Ｅ

※耐候形３種・凹凸状  　・複層塗材Ｓｉ

　※水系・凸部処理・可とう形複層塗材ＣＥ

・溶媒・ゆず肌状・複層塗材ＣＥ

耐候性上塗材の種類仕上げの形状・工法種類（呼び名）
・複層仕上塗材

・

・

・

・

・

・

・

・

・スタッコ・かき落とし

　（・こて塗り　・ローラー塗り） 

・ひき起こし

　（・こて塗り　・ローラー塗り） 

・凹凸状

　（・こて塗り　・ローラー塗り） 

・平たん状・外装厚塗材Ｅ

・凸部処理

・吹放し・外装厚塗材Ｃ

防火材料仕上げの形状・工法種類（呼び名）
・厚付け仕上塗材

・

・

・・適用しない・適用しない

・・適用する・適用する

上塗材吸放湿材

　（・吹付け　・こて塗り）

・着色骨材砂壁状

　（・吹付け　・こて塗り） 

・・凹凸状・外装薄塗材Ｓ

・・平たん状 ・防水形外装薄塗材Ｅ

・・さざ波状

・　（・吹付け　・ローラー塗り）

・・適用しない・ゆず肌状・可とう形外装薄塗材Ｓｉ

・・適用する・砂壁状・・外装薄塗材Ｓｉ

防火材料吸放湿材仕上げの形状・工法種類（呼び名）
・薄付け仕上塗材

・ 仕上塗材仕上げ

新規仕上塗材の種類 

  ※規制対象外　・ 

建物内部に使用する塗料のホルムアルデヒド放散量 　

[4.1.5][4.2.2][4.6.5][表4.2.4]

・

・ ポリマーセメントモルタル

※ 下地調整塗材

下地調整塗材 [4.6.3]

加圧力 ※30～50MPa程度

　　改修工法
・欠損部

　　改修工法
・浮き部

　　改修工法
・ひび割部

・

・ 水洗い工法

・ 塗膜はく離剤工法

・ サンダー工法

下地面の補修処理範囲工　法下地処理及び下地調整

既存塗膜等の除去

工法の処理範囲以外の既存仕上面全面

※サンダー工法、高圧水洗工法、塗膜はく離剤
・ 図示

※既存仕上げ面全体
・ 図示

※既存仕上げ面全体
・ 図示 ・ 高圧水洗工法

※既存仕上げ面全体
・ 図示

[4.6.3]4-4

4-1

・ 充填工法

・ 

・

・ 

・ ポリマーセメントモルタル

・ エポキシ樹脂モルタル

欠損部改修工法  [4.1.4][4.2.2]

・可とう形外装薄塗材Ｅ

・外装薄塗材Ｅ

・外装厚塗材Ｓｉ

防火材料

・

・材料、撤去材等の運搬方法

防音パネル等を取り付ける足場等の設置範囲

・防音シート

・防音パネル

 [2.1.3]騒音・粉じん等の対策・

　　・工事に必要な範囲　　　・　

種別　 ( ・ A 種　・ B 種　・ C 種　・ D 種  ・ E 種 )

既存部分の養生

１）養生方法等

   ・既存部分　　　養生方法　（・　　　※ビニルシート、合板）

   ・既存家具、既存設備等　　養生方法　（・　　　※ビニルシート等） 

                                 保管場所　　（・図示　・　　） 

   ・固定された備品、机、ロッカー等の移動　（・図示　・　　）  

２）仮設間仕切りの種別と材質等

仕上げ（厚さmm）

・ せっこうボード

・ 合板

・

３）仮設間仕切りに設ける仮設扉の材質等

材　質 仕上げ
・ ・ 

※ 合板張り程度

 [2.2.1][表 2.2.1]

内部足場　　・設置する　（ ※ 脚立、足場板等　・　　　　）　・設置しない

 [2.3.1]

　[2.3.2][表 2.3.1]仮設間仕切り

種　別 塗　装

・ A 種 グラスウール

・ 片面 厚さ　　 (mm)
・ B 種 ・

※ C 種 防炎シート

塗　装

・ 片面※ 木製

充填

・・

・

足場等

　　　　　　・設置しない

防護シート　・設置する　（設置範囲　・工事に必要な範囲　　・　　　　　）

　　　　　　・設置しない

・ なし

   種類(･　　　 　　　　　)

   厚さ(・　　mm  ※ 9.5mm)

   材種(・　　　　 　　　 )

　 厚さ(・　　mm  ※ 9mm)

設置箇所

・ なし ・ 　か所
・ 図示

・「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、同ガイドライ

   ンの別紙１「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における2の(2)手すり

   据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。

    与えた場合は、受注者の責任において速やかに修復等の処置を行う。 

１）仮設間仕切り及び仮設扉の設置箇所　・図示　・　

２）既存部分に汚染又は損傷を与えるおそれのある場合は養生を行う。また、万一損傷等を

   ・既存ブラインド、カーテン等　養生方法　（・ビニルシート等　・　　）

                D種：利用可能な階段（外部階段-1、内部階段-1,2）

                C種：利用可能なエレベーター（既存EV一基） 　　　

降雨等に対する養生方

法（とい共） ・

※改修標準仕様書3.1.3(5)(ｱ)～(ｳ)による。

調査方法　・図示　・ 

・

・

[3.1.3]

調査報告書　提出部数：・２部　・ 

既存部分の破壊を行った場合の補修方法　・図示　・ 

調査範囲　・図示　・ 

施工数量調査 [1.5.2、3]

改修工法の種類及び

工程

[3.1.4]

2

3

外部足場　　・設置する　（設置範囲　・工事に必要な範囲　　・　期間：三か月　幅:900）

独立行政法人 国立青少年教育振興機構
国立オリンピック記念青少年総合センター　センター棟他機能改善整備設計業務

防水改修工法の種類　　　　（・　　　　　　　　　　　　）工法

ー

・ 鋼製建具

　耐震ドア　　　　　　　　　　　　 面内変形追随性の等級（　　　　　）

　断熱ドア　　・　断熱サッシ　  　　　　　断熱性の等級（　　　　　）

　防音ドア　　・　防音サッシ　　　　　　　遮音性の等級（　T-2　　　　）・
Ｇ

※改修標準仕様書表5.4.2による

鋼板の厚さ　　・　　mm

ステンレス鋼板　・　　　　　　　　　※ SUS304、SUS430JIL、又はSUS443JI

防
水
改
修
工
事

仮
設
工
事

外
壁
改
修
工
事
（
共
通
事
項
）

コ
ン
ク
リ
ー
ト
打
放
し
仕
上
げ
外
壁

外
壁
改
修
工
事

外
壁
改
修
工
事　

塗
り
仕
上
げ
外
壁

建
具
改
修
工
事

［3.1.4］[3.7.2、3、7、8]

シーリング改修工法の種類　　

　　エッジング材張り　　　・適用する　・適用しない 

　　ボンドブレーカー張り　・適用する　・適用しない 　　　

　・ブリッジ工法 

　・拡幅シーリング再充填工法　 

　・シーリング再充填工法 　

　・シーリング充填工法　 

シーリング材の種類（記号）施工箇所

シーリング材の種類、施工箇所

　下表以外は、改修標準仕様書表3.7.1による。

シーリング材の接着性試験

　　　※改修標準仕様書3.7.3(1)(ｱ)～(ｳ)による

　　　・図示

シーリング材の目地寸法

　　※簡易接着性試験　・引張接着性試験

　　　・　

シーリング改修工法の種類　（・　ｼｰﾘﾝｸﾞ充填）工法

　　　　　　　　　　　　　（・　　　　　　　　　　　　）工法

・ シーリング

・

　※規制対象外（1-8 環境への配慮（2）による）　　・

※幅木タイプ

・・ポリエステル樹脂系化粧板

・メラミン樹脂系化粧板

・

(20.2.5)

・アルミニウム製

・ステンレス製

パネル材料のホルムアルデヒド放散量

・表面材と同材

・製造所の仕様

ドアエッジ
表面材の材質

脚　部

形　状 材　質

国立青少年教育振興機構
国立オリンピック記念青少年総合センターカルチャー棟改修工事

以上



特別なトイレ床

(同等品)

INAX
ﾋﾟｱｯﾂｧOX

294×294
×13 加工

同上　小便器床 797×598
×15

INAXｷﾗﾐｯｸ
ｽﾃｯﾌﾟ

295×295
×9

INAXﾚｽﾄｰﾙ
ｷﾗﾐｯｸ便所和便改修床

797×598
×7

INAXｷﾗﾐｯｸ
ｽﾃｯﾌﾟｽﾘﾑ便所　小便器床

単層ビニル床シート
東リ
ﾋﾄｴﾌｧｲﾝ
同等品

・ 抗ウイルス・抗菌・低炭素仕様

「カイダーベースボード工業　A-2型」同等品

下記同等品
東リ　
POWER 1000

・ フローリング

体育室

一般壁

10

広葉樹
ラワン

F☆☆☆☆

B-C

6

「アイカ　マーレス不燃ウイルテクト　同等品」

ビニル床タイル

300×300×厚8/3

・ 厚2.5　ストライプ張（熱溶接工法）
　（抗ウイルス・抗菌・カーボンニュートラル仕様）　
　「フォルボ・フロアリングジャパン　マーモリウム」同等品　 　

・ 平部厚2.5「ニチマンラバーテック　アストロフェースシード」ストライプ張　同等品　 　

・ リノリウム

・ 点字鋲 ・ ステンレス製「ナカ工業　点字鋲」同等品　 　

体育室

15
広葉樹
ラワン

F☆☆☆☆

B-C

50（40Kg/ｍ3）

図示

・ セラミック系人造木材（不燃認定品）　
　　「太平洋マテリアル　エースライト」同等品　 　

・ 人造木材

ライニング（面台） ・ 「アイカ　メラミンポストフォームウイルテクト　ＫＡＡ　厚20小Ｒ表裏同柄」同等品　 　

タイルカーペット ・ 「東リ　ＧＡ－２００」同等品　 　・

・小・中練習室下地：「UFG　ユニットフロアG350＋パーティクルボード厚23＋構造用合板厚12」

　仕上材共通：大型積層フローリング　カバザクラ厚18（表層厚6）

　SMH加工（加圧樹脂含侵寸法安定高強度処理）品　隠し特殊張り（ビス止め・ダボ栓なし）

　環境対応型ウレタン工場塗装品　「北海道パーケット工業」　同等品　　　　

・・

・ 壁点検口 ・ 一般：「ナカ工業　ウォールハッチＷＨＡ　600角　錠付　特注色（壁共色）」

・ 遮音：「ナカ工業　ウォールハッチＷＨＴ　454角　錠付　ホワイト色」　

・ コーナーガード ・ 耐衝撃性硬質樹脂　抗菌剤入・帯電防止仕様「ナカ工業　セーフティーコーナーNS」同等品
　 　 　

大 阪 事 務 所坂 倉 建 築 研 究 所 一級建築士 第２０４４８３号 宍道 弘志

縮　尺

独立行政法人　国立青少年教育振興機構

業務名

課　長 課長補佐 係長 主　任

特記仕様書-３

Ａ－００４

　　寸法　厚さ　（　　　×　　　　　　　　　　mm）

　　種類　　（　　　　　　　　　　　）

・防滑性床タイル

　　厚さ　　（　　　mm）

　　種類　　（　　　　　　　　　　　）

・防滑性床シート

　　厚さ　　（　　　mm）

　　種類　　（　　　　　　　　　　　）

・耐動荷重性床シート

　　突起の形状、寸法及びその配列はJIS T9521による

　　形状　　（　　　　　　　　　　　）

　　種類　　（　　　　　　　　　　　）

・視覚障害者用の床タイル

　　寸法　厚さ　（　　　×　　　　　　　　　　mm）

　　性能　　（　　　　　　　　　　　）

　　種類　　（　　　　　　　　　　　）

・帯電防止床タイル

　　厚さ　　（　　　mm）

　　性能　　（　　　　　　　　　　　）

　　種類　　（　　　　　　　　　　　）

・帯電防止床シート
・

[6.8.2]

厚さ(mm)　※1.5以上　

高さ(mm)  ※60　・75　・100

材質の種類　　　・軟質　・硬質

[6.8.2]

[6.8.2]

・ けい酸カルシウム板（タイプ 2）

防虫処理　・行う　・行わない

接着の程度　・1類　・2類  

表 面 性 能 　

・ 特殊加工化粧合板

防虫処理　・行う　・行わない

・ 天然木化粧合板

防虫処理　・行う　・行わない

接着の程度　・1類　・2類  

板面の品質（　　　） 

・ 普通合板

・ 　・ 

・ ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ模様　9.5 (準不燃) 

　 　模様（・ 柾目　・ 板目） 専用下地材有り
・ 木目　12.5（不燃）幅 440mm 程度　・ 化粧せっこうボード

9.5　・ せっこうラスボード

・ 12.5（不燃）　・ 15（不燃）　・ 強化せっこうボード

12.5（・不燃　・準不燃）　・ シージングせっこうボード

 　　・化粧有（トラバーチン模様）

　・ 不燃積層せっこうボード

※ 12.5（不燃）　・ 15（不燃）・ せっこうボード

・ せっこうボード

・ 　・ 

・ 25 (ｶﾞﾗｽｸﾛｽ包）　　・ 　・ グラスウール吸音ボード（32Ｋ）

・ 25　　・ 　・ ロックウール吸音ボード（1号）

　　　　   　　・　　　　　　　　　　 　）
・ 凹凸タイプ（・ 12(不燃）　・ 15(不燃）

　　　　　　　   　・　　　　　　　　　　）

　・ ロックウール化粧吸音板 ・ フラットタイプ（・ 9(不燃）・ 12(不燃）
・ 吸音材料

・ 　・ 

・ 10（難燃）・ 12（難燃）・  

　・ 化粧パーティクルボード

・ 10　 ・ 12　 ・ 15　 ・ 18      
　・ 単板張りパーティクルボード

・ パーティクルボード

・ 　・ 

・ 9　　・ 12　 ・ 15　 ・ 18  
A級（天井仕上げ　・内装仕上げ　・　　　）　・ インシュレーションボード

・ 2.5　・ 3.5　・ 5　・ 7 
　・ ハードボード（化粧）

　未　・ ハードボード（素地）

　・ ＭＤＦ（普通）

・ 繊維板

　　・ 硬質　　・ 普通

　・ 木片セメント板

　　・ 硬質　　・ 中質　　・ 普通

　・ 木毛セメント板

・ 木質系セメント板

種類等 厚さ(mm)、規格等

合板類、MDF及びパーティクルボード、接着剤のホルムアルデヒド放散量
・

JIS K 6903 による　（※ 1.2　　・　　　）

[6.13.2、3]

※規制対象外　・　

・ 15　　・ 20　　・ 25　　・　

・ 3　　・ 7　　・ 9　　・ 12      ・　

・研磨板　（・ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ　・ﾃﾝﾊﾟｰﾄﾞ）ＲＳ
・　研磨板（・ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ　・ﾃﾝﾊﾟｰﾄﾞ）ＲＮ

・内装用ＤＩ ・外装用ＤＥ

・ 無研磨板ＶＮ　・ 研磨板ＶＳ

・ 単板ｵｰﾊﾞｰﾚｲＤＶ ・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｵｰﾊﾞｰﾚｲＤＯ
・ 塗装ＤＣ

厚さ　※図示　・　

厚さ　※図示　・　

厚さ　※図示　・　

・ 6　　・ 8　　・　

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

化粧加工の方法（・ｵｰﾊﾞｰﾚｲ ・ﾌﾟﾘﾝﾄ ・塗装　・　）

表板の樹種名　・ ラワン 

化粧板の樹種名　・　ナラ

　　　　　　　・化粧無（下地張り用） ・　9.5 (不燃) 

・ 12　　・ 15　　・ 18　　・ 21　 ・30　 ・　

　　　　　（確認強度　　・　　　N

　　　　　　　　　　　　※屋内の場合、当該階において3箇所　　　　　　）

　　・行う（試験箇所数　・　　　箇所　

あと施工アンカーの確認試験　

　　　　又は同等品

　　※JIS K 1571に適合

        薬剤の方法

・防腐、防蟻処理を省略できる樹種による製材 　　

施工箇所の下地がセメント系下地及び木質系下地以外の場合の接着剤の種別

　　　は　　　（　　　　の可塑剤を除く）が添付されていない

、4  　　　　　　　　　　

既存の埋込みインサート　・使用する　・使用しない 

      野縁の間隔　・図示　・  

      周辺部の端からの間隔　・図示　・ 

      野縁受、吊りボルト及びインサートの間隔　・図示　・ 

　建築基準法に基づき定まる風圧力の（・1　・1.15　・1.3）倍の風圧力に対応した工法

工法 

・屋外の軒天井、ピロティ天井等

　屋外（※ 25形　・ 19形）　屋内（※ 19形　・ 25形）

野縁等の種類

[6.6.2～4]

　適用部位（　　　　　　　　　　　　　　） 

・薬剤の接着剤への混入による防腐、防蟻処理 　　

・

・

※改修標準仕様書6.5.5(1)(b)②?～?による

・

             処理の方法

・薬剤の塗布等による防腐・防蟻処理

・Ｋ２ ・Ｋ３ ・Ｋ４

・Ｋ２ ・Ｋ３ ・Ｋ４

・Ｋ２ ・Ｋ３ ・Ｋ４

　　保存処理性能区分

・薬剤の加圧注入による防腐・防蟻処理

　　　　適用部位：（　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

[6.5.5]

※ 規制対象外  ・    ホルムアルデヒドの放散量

接着剤　可塑剤　難揮発性　　　　　　　　　　　　　　　　　のものとする。

[6.5.3　 ] [6.8.2] [6.9.2] [6.11.4、5]

　 の適用  による区分  による区分  による区分  による区分(mm)施工箇所   間伐材等 　曲げ強さ 表裏面の状態厚さ

・ＭＤＦ

・１級　　・２級　　・３級　　・４級

・１級　　・２級　　・３級　　・４級

　　                    等級       施工箇所 　　厚さ(mm)

・構造用パネル

Ｇ

接着剤

防腐・防蟻処理

・

・

　・図示　・　

軽量鉄骨天井下地・

・ 柄物

・ 無地

・ 柄物

・ 2.0・ＦＴ

・ 柄物

・ 2.0・ＴＴ

厚さ(mm)色柄種類の記号

目地処理する場合の工法　　・　　　　　※熱溶接工法

備考　 厚さ(mm)　　色柄種類の記号

スタッドの高さが5mを超える場合　※図示　・ 

　　・行わない 

・

・

・

　(薄型置敷きﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ)

　(置敷きﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ)

　(ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ)

　(複層ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ)

　(単層ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ)

　　(複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ)

・ 柄物

・ ・ 無地・ ＦＯＢ ・

・ ・ ・ 柄物

・4.0 ・ 無地・ ＦＯＡ ・500×500

・ 
・450×450 ・ 3.0
・300×300 ・ 2.0※ＫＴ

・ 3.0・ 

・ 2.5・450×450 

・300×300 ・ 無地

・ 

・ ・450×450 

・300×300 ・ 無地

備考    寸法(mm)

ビニル床タイル [6.8.2]

・柄物 
・

・ﾏｰﾌﾞﾙ柄 ・
※ 2.0

・無地※FS

[6.8.2、3]

　※標準仕様書6.7.4(5)による

　　※改修標準仕様書表6.7.1によるスタッドの高さによる区分に応じた種類

スタッド、ランナーの種類　

[6.7.3、4] [表6.7.1]

　補強方法　※図示　・ 

　補強箇所　※図示　・ 　

・天井の下地材における耐震性を考慮した補強 

　補強方法　※図示　 

・天井のふところが3.0mを超える場合 

  ※改修標準仕様書6.6.4(8)による　

・天井のふところが1.5m以上3.0m以下の場合の補強方法 

・吊りボルトの間隔が900mmを超える場合の補強方法　※図示　・　

Ｇ

　　　　　　　　　　　　※吊りボルト受け等の間隔が900mm程度以下かつ天井面積構成部材

　　　　　　　　　　　　　等の単位面積あたりの質量が20kg/㎡以内の天井の場合は400N程

　　　　　　　　　　　　　度）

・　　　

・　　　

・　　　

・　　　

・　　　

・　　　

    難燃性

                適用部材

     適用部材

・

既存天井の撤去に伴う取合部の壁面の改修

天井内の既存壁の撤去に伴う当該壁の取合う天井の改修範囲

 [6.1.3]改修範囲

※ 既存のまま　・ 図示

※ 壁面より両側 600mm 程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う　・ 図示

※ 壁厚程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う　・ 図示

既存間仕切壁の撤去に伴う当該壁の取り合う天井、壁及び床の改修範囲

・

・

　　　　　　　　　　　　　　※ 図示　　・ 改修箇所の室内　　・ 

間仕切壁撤去に伴う他の構造体の補修

改修後の床の清掃範囲　　　

ビニル床シート等の除去　　　※ 仕上材のみ（接着剤とも）

 [6.2.2]

 （塗り厚25mmを超える場合の処置　※図示） 

  ※改修標準仕様書4.4.9によるモルタル塗り

下地補修

既存壁の撤去及び [6.3.2]

樹脂モルタルは、4章外壁改修工事による。

既存のコンクリート又はモルタル面の下地処理に用いるポリマーセメントモルタル及びエポキシ

合成樹脂塗床材の除去工法　                            ・ 機械的除去工法　・ 目荒し工法

・ 下地モルタルとも（・ 図示の範囲　・除去範囲全て）

下地補修

既存床の撤去及び

 ・Ｈ－Ｃ種

 ・Ｈ－Ｂ種 手加工

 ・Ｈ－Ａ種

 機械加工

 ・Ｃ種

   Ｂ種

 ・Ａ種

適用箇所表面仕上げの種別

[6.5.1]木下地等の表面仕上げ・

・適用しない
・特類 ・適用しない

(        )・・・
※１類 ・適用する

・適用する

※C-D以上※2級以上※2級以上

・・1級・1級

・

・　　　

・　　　

(        )
・　　　

・適用する

　 の方法(mm)施工箇所 間伐材等の適用   表面性能   接着の程度 　防虫処理  化粧加工厚さ

・「合板の日本農林規格」による特殊加工化粧合板

・　　　

・　　　

(        )
・　　　

※１類　・２類 ・適用する

　単板の樹種名施工箇所 間伐材等の適用　　 防虫処理 　　接着の程度厚さ(mm)化粧板に使用する

・「合板の日本農林規格」による天然木化粧合板

・　　　
・　　　

※１類　・特類 ・　　　

(mm)施工箇所 間伐材等の適用 　　防虫処理　　接着の程度   単板の樹種名厚さ

・「合板の日本農林規格」による化粧ばり構造用合板

・適用しない

・特類※12※12 ・適用しない

・適用する※１類・・ ・適用する

(mm)(mm)  樹種名  の適用板面の品質接着の程度  強度等級  防虫処理  等級  等級施工箇所施工箇所  単板の厚さ厚さ 間伐材等間伐材等

・構造用合板

・

・・

　※C-D以上

針葉樹※5.5 ・適用しない

　※2等以上・ ・適用する

　・1等

広葉樹

の適用　防虫処理施工箇所 厚さ(mm)   板面の品質接着の程度 間伐材等

・普通合板

ホルムアルデヒド放散量  ※規制対象外　 
[6.5.2]

・2類

※1類

単板の樹種名

Ｇ

Ｇ

Ｇ

※１類　・特類

※P又はM※13タイプ※15

・・・

 による区分 による区分 による区分     による区分(mm)  　　 施工箇所 　　難燃性　 耐水性　曲げ強さ     表裏面の状態厚さ

・パーティクルボード Ｇ

Ｇ

Ｇ

( C-D )

合板類の張付け　　※B種 　・A種　

 　　　　　　　　 ・適用しない 

遮音シール材　　　・適用する（・シーリング材　・ジョイントコンパウンド）

せっこうボードの目地工法　・仕上表による　・　

紙
備考施工箇所 　　　　　　　性能

壁紙の種類

・ 難燃

・ 難燃

・ 難燃

・ 難燃

・

※ 不燃・ 準不燃

※ 不燃・ 準不燃

※ 不燃・ 準不燃

※ 不燃・ 準不燃

ﾁｯｸ
無機質 その他ﾌﾟﾗｽ繊維

防火

ホルムアルデヒド放散量　※規制対象外　

[6.14.2、3]

・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・

モルタル・プラスター面の下地調整の種別　※RB種 　・　

せっこうボード面の下地調整の種別　　　　※RB種 　・　

コンクリート面の下地調整の種別　※RB種 　・　

独立行政法人 国立青少年教育振興機構
国立オリンピック記念青少年総合センター　センター棟他機能改善整備設計業務

6
内
装
改
修
工
事

    接着剤

継目処理工法

床張り用合板等

軽量鉄骨壁下地

出入口及びこれに準じる開口部の補強　

ビニル床シート Ｇ

特殊機能床材

種類　　・単層品　　　　・積層品

寸法(mm)（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）   

厚さ(mm)  ・3.0　 ・4.5　 ・6.0　　・9.0 
色柄　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

ゴム床タイル　・

・ ビニル幅木

その他のボード及び

せっこうボード、

合板張り

接着の程度　・1類　・2類  

せっこうボード等の下地は図示による。

壁紙張り

・ ポリエステル樹脂化粧板 ・ 

・ メラミン不燃化粧板

国立青少年教育振興機構
国立オリンピック記念青少年総合センターカルチャー棟改修工事

・

標準塗厚(mm)　・ 

種類及び品質　・せっこう系　・セメント系塗り

セルフレベリング材 [6.17.2、3]

3

伸縮調整目地及び1

セメントモルタルに
よるタイル張り

ひび割れ誘発目地
位置　※標準仕様書表11.1.1による　　・図示

(11.1.3)(表11.1.1)

(11.2.2)(11.2.3)(11.2.7)

タイルの形状，寸法等

モルタル塗りのコンクリート素地面の処理

　　　　・MCR工法

　　　　・目荒し工法（高圧洗浄）

　　　　・

　内装タイル以外のユニットタイル　　・マスク張り　　・モザイクタイル張り

壁タイル張りの工法

　　　　　　　・改良圧着張り　　・ユニットタイル

　外装タイル　・密着張り　　・改良積上げ張り　　・改良圧着張り

　内装タイル　・密着張り　　　　・改良積上げ張り

試験張り　・行う　　・行わない

見本焼き　・行う　　・行わない

標準的な曲がりの役物は一体成形とする

　モルタル下地としたタイル工事に使用する張付け用モルタルとして，セメント，細骨材，

　混和剤等を予め工場において所定の割合に配合した材料とする。

・既調合モルタルの使用

タイルの形状，寸法等

(11.3.2～4)(11.3.7)タイル張り
有機系接着剤による

接着剤のホルムアルデヒド放散量

標準的な曲がりの役物は一体成形とする

試験張り　・行う　　・行わない

見本焼き　・行う　　・行わない

　　　　・MCR工法

　　　　・目荒し工法（高圧洗浄）

　　　　・

目地のシーリング材

　伸縮調整目地　　　※変成シリコーン系シーリング材　　・

　その他の目地　　　※変成シリコーン系シーリング材　　・

　ひび割れ誘発目地　※ポリウレタン系シーリング材　　　・

　打継ぎ目地　　　　※ポリウレタン系シーリング材　　　・

下地調整塗材塗りを行うコンクリート素地面の処理

　※規制対象外（1-8 環境への配慮（2）による）　　・

タ
イ
ル
工
事

耐凍
害性

無有

色

無有

備考役物

標準 特注

・

・

・

・・・・・・

よる区分
吸水率に

Ⅰ類 Ⅱ類 Ⅲ類

うわぐすり

施ゆう 無ゆう

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

再生材の
適用

形状

（mm）
寸法施工箇所 耐滑

り性

・

・・・・・・・・・・・・・

・

・

・

・

・

・

・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・ ・

耐凍
害性

無有

色

無有

備考役物

標準 特注

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

Ⅰ類 Ⅱ類 Ⅲ類

うわぐすり

施ゆう 無ゆう

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

耐滑
り性

・

吸水率に
よる区分適用

再生材の

（mm）
寸法
形状

施工箇所

Ｇ

Ｇ

・・・・・・

2



・ 外部の鉄骨面：常温亜鉛めっき工法「ゼットアールシージャパン　Z.R.C」同等品

・　玉砂利40Φ程度（さび石）　厚100

・　浸透設備（図示）

・　全て指定色とする

・ 共用部独立柱2液型ポリウレタンエナメル塗装（パール塗装）　改修工程：「日本ペイント　
　 ファインパーフェクトシーラー1回　　ファインウレタンU100　2回」　同等品

・ 天井EP塗装　改修工程：「日本ペイント　水性カチオンシーラー1回
　 エコフラット70　2回」　同等品

・ 壁EP塗装（汚れ防止タイプ）　改修工程：「日本ペイント　水性カチオンシーラー1回
　 Hiビニフレッシュセラ2回」　同等品

・ 屋外鉄部DP塗装（フッ素仕上）　改修工程：ZRC防錆塗装の上、
　「ゼットアールシージャパン　中塗Z-M1回、上塗ZF-T1回　 F☆☆☆☆」同等品

・ UVクリア塗装
　「日本ペイント　ピュアライドUVプロテクトクリヤー」同等品

・ ポリウレタン塗装　改修工程：「日本ペイント　下塗ハイポン20ファイン2回塗
　 中塗ファインDP1回　　上塗ファインウレタンU100　1回」　同等品

大 阪 事 務 所坂 倉 建 築 研 究 所 一級建築士 第２０４４８３号 宍道 弘志

縮　尺

独立行政法人　国立青少年教育振興機構

業務名

課　長 課長補佐 係長 主　任

特記仕様書-４

Ａ－００５

独立行政法人 国立青少年教育振興機構
国立オリンピック記念青少年総合センター　センター棟他機能改善整備設計業務

上記以外は、改修特記仕様書5章　建具改修工事による

　・空気　　・アルゴン

乾燥気体の種類

　・Ｇ　　　・Ｓ

日射取得性、日射遮蔽性による区分

　・Ｔ１　　・Ｔ２　　・Ｔ３　　・Ｔ４　　・Ｔ５　　・Ｔ６

断熱性による区分

　・建具表による

材料板ガラスの種類及び厚さの組合せ並びに複層ガラスの厚さ

 [9.4.2、3]

複層ガラス

新規鋼製建具等 

鋼面
※Ａ種　・Ｂ種新規鋼製建具等 

※Ａ種　・Ｂ種

※Ｂ種　・Ａ種

※Ｂ種　・Ａ種新規見え掛り 

※Ｂ種　・Ａ種

新規見え掛り 

　　工程の種別

・行わない

・ＲＢ種 ・ＲＣ種コンクリート面（DP） ・行う・ＲＡ種 

・ＲＢ種　 

ALC

亜鉛めっき鋼面（鋼製建具等）

亜鉛めっき鋼面

・行わない 

既存錆止め塗料の鉛含有量調査 ・行う（　　　　箇所）

   1  

・

・

・

錆止め塗料塗り

モルタル、プラスター面

鉄鋼面

木部

下地調整の種別下地面の種類

下地調整

材料

Ｃ種

Ｃ種塗替え EP-G

亜鉛めっき

塗替え EP-G以外

新規見え隠れ 

EP-G

塗替え 

Ａ種新規見え隠れ 鉄鋼面

EP-G以外

塗替え 

　　　　　　　　　　塗装面
錆止め塗料塗りの種別

[7.3.2、3]

その他ボード面

せっこうボード面及び   －

・行わない

・行う・ＲＡ種　 押出成形セメント板面
・行わないパネル面

・行うＲＡ種 コンクリート面(DP以外)、

・行わない

・行う・ＲＡ種 ・ＲＢ種

  －

  －

  －

  －・ＲＡ種 ・ＲＢ種

新規塗替え

ひび割れ部の補修

下地調整 

　※塗替え面積の30％　・図示　・ 

塗替えＲＢ種の場合の既存塗膜の除去範囲 

　[7.2. ～7]

　　　　　・次の箇所を除き防火材料とする。（箇所：　　　　　） 

防火材料　※屋内の壁、天井仕上げは防火材料とする。 

  ※規制対象外　・  

屋内で使用する塗料のホルムアルデヒド放散量

[7.1.3]

※ＲＢ種　・　

※ＲＢ種　・　

※ＲＢ種　・　

※ＲＢ種　・　

※ＲＢ種　・　

※ＲＢ種　・　

・ＲＡ種 ・ＲＢ種

・ＲＣ種 ・　

※ＲＢ種　・　

※Ｃ種　・　

※Ａ種　・　

※Ｂ種　・　

※Ｃ種　・　

※Ａ種　・　

※Ｂ種　・　

※Ｃ種　・　

※Ａ種　・　

※Ｃ種　・　

※Ａ種　・　

7

塗
装
改
修
工
事

ＲＡ

Ａ種

Ａ種

・ＲＡ種 ・ＲＢ種

　 塗料の種別

・ ガラス改修工事

・A種　・B種

・A種　・B種

・A種　・B種

・A種　・B種

・A種　・B種

・C-1種

・B-1種

・A-1種

　　　　　　　　　　　　 形

  塗料の種類 

7.   [7.4.2～  14.2]・

※B種　・ ・合成樹脂エマルション模様塗料塗り(EP-T) 

※B種　・ ・合成樹脂エマルションペイント塗り(EP) 

※B種　・ 屋内の亜鉛めっき鋼面 

※B種　・ 屋内の鉄鋼面 

※B種　・ 屋内の木部   ンペイント塗り(EP-G)

※B種　・ ｺﾝｸﾘｰﾄ面等・つや有合成樹脂エマルショ

・ｺﾝｸﾘｰﾄ面及び押出成形ｾﾒﾝﾄ板面

       上塗り等級（　　）級 

A種亜鉛めっき鋼面 

A種・鉄鋼面 上塗り等級（　　）級 ・耐候性塗料塗り(DP)

※B種　・A種※B種　・A種 ・アクリル樹脂系非水分散　塗料塗り(NAD) 

     　－      － ・フタル酸樹脂エナメル塗り(FE)

※B種　・A種※B種　・A種 ・クリヤラッカー塗り(CL) 

※B種　・ 亜鉛めっき鋼面(鋼製建具以外）  

※A種　・ 亜鉛めっき鋼面(鋼製建具）     ※1種　・2種 

※B種　・A種※B種　・ 鉄鋼面 

※B種　・ 木部屋内  (SOP) 

※B種　・ 木部屋外 ・合成樹脂調合ペイント塗り

新規塗替え
　　　　　塗装面　　　　塗装の種類 工程

塗装

※A種　・　

※B種　・　

※B種　・　

※B種　・　

※A種　・　

・オイルステイン塗り(OS)　塗料（　・油性　・水性） 

※B種　・A種※B種　・A種 ・木材保護塗料塗り(WP)

     　－      － 

※B種　・A種※B種　・A種 ・ウレタン樹脂ワニス塗り(UC) 

料

射反射率塗

屋根用高日

  下地調整（改修標準仕様書表7.2.2）　・ＲＡ種　※ＲＢ種　・ＲＣ種 

　　　　　　率

  ※改修標準仕様書表7.10.1の工程１の下塗りをしみ止めシーラーとする

・３級

塗料塗り ・２級２種JIS K 5675

塗料製造所の仕様による・１級

等級種類規格名称規格番号 （kg/㎡)
塗付け量塗料その他工程

・高日射反射　塗料塗り 

合成樹脂エマルションペイント塗りの塗替えの場合のしみ止め 　

  ※改修標準仕様書表7.9.1の工程１の下塗りをしみ止めシーラーとする　 

その他ﾎﾞｰﾄﾞ面）の塗替えの場合のしみ止め 　

つや有合成樹脂エマルションペイント塗り（ｺﾝｸﾘｰﾄ面、ﾓﾙﾀﾙ面、ﾌﾟﾗｽﾀｰ面、せっこうﾎﾞｰﾄﾞ面、

Ｇ

9

環
境
配
慮
改
修
工
事

外
構
改
修
工
事

・ＲＡ種 

・ＲＡ種 

・ＲＣ種 

10

・

国立青少年教育振興機構
国立オリンピック記念青少年総合センターカルチャー棟改修工事

内壁空積工法4

屋内の床を本磨きとする場合のワックスがけ

・行わない

施工

石材等

粗面仕上げの場合ののみ込み部分の仕上げ　　　　　　・図示　　・

・行う（適用箇所　・全て　　・　　　　　　　　）

(10.1.3)(10.1.5)1

2

石材の割付け　※標準仕様書10.1.3(1)(ｱ),(ｲ)による　・図示

・１等品

　近い矩形

・

・正方形に

・２等品

・

(10.2.1～3)(表10.2.1)(表10.2.2)
天然石

備考品質 形状施工箇所
寸法 厚さ 表面

（mm） 仕上げ（mm）

石材の

種類

備考

テラゾブロック

形状施工箇所
種石の 仕上 寸法 表面

大きさ(mm) げ面 （mm） 仕上げ

・平もの ・片面※大理石 ※1.5～12

・役もの ・両面・花こう岩 ・

種石の

種類

備考

テラゾタイル

施工箇所 寸法による区分

　取り付用モルタル，既調合の目地モルタル，石裏面処理材，裏打ち処理材，金物の固定に使

　用する充填材

表面種石の 種石の

仕上げ種類 大きさ(mm)

※大理石 ※1.5～12 ・300型

・花こう岩 ・ ・400型

受金物　材質　※SUS304　　・

(10.2.2)(10.2.3)(10.3.2)(10.3.3)

　　　　形状及び寸法　　　・L-75×75×6(mm)の加工　長さ=100mm

　　　　　　　　　　　　　・L-75×75×6(mm)の加工　長さ=150mm

　※石材施工業者の指定する製品　　・

外壁湿式工法3

下地ごしらえ　※流し筋工法

　　　　　　　・あと施工アンカー工法

　　　　　　　・あと施工アンカー・横筋流し工法

ドレンパイプの材質　　・樹脂ネット製パイプ　クロスメッシュ巻き　25～35φ

　　　　　　　　　　　・

石裏面処理　・適用する　　・適用しない

裏打ち処理　・適用する　　・適用しない

　　　　　　　　　　　　　・

アンカーの材質及び径　※SS400 M12　　・

目地　一般目地　　　　目地幅(mm)　　※6以上 　　　・

　　　　　　　　　　　シーリング材　・適用する　　・適用しない

　　　伸縮調整目地　　位置　※標準仕様書表11.1.1による　　・図示

　　　　　　　　　　　シーリング材の目地寸法　※幅・深さとも10mm以上

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・図示

(10.2.2)(10.4.2)(10.4.3)

受金物　材質　※SUS304　　・

　　　　形状及び寸法　　　・L-75×75×6(mm)の加工　長さ=100mm

　　　　　　　　　　　　　・L-75×75×6(mm)の加工　長さ=150mm

　　　　　　　　　　　　　・

石裏面処理　・適用する　　・適用しない

裏打ち処理　・適用する　　・適用しない

アンカーの材質及び径　※SS400 M12　　・

外壁の工法

目地　一般目地　　　　目地幅(mm)　※6以上　　・

　　　　　　　　　　　シーリング材　・適用する　　・適用しない

　　　伸縮調整目地　　位置　※6mごと　　・図示

　　　　　　　　　　　シーリング材の目地寸法　※幅・深さとも10mm以上

(10.2.2)(10.5.2)(10.5.3)(表10.2.4)
取付け方式　・スライド方式　　・ロッキング方式

石裏面処理　・適用する　　・適用しない

裏打ち処理　・適用する　　・適用しない

だぼ用の穴の位置　※標準仕様書10.5.2(2)(ｱ)による　　・図示

　建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・図示

　　※適用する（建築基準法に基づき定まる風圧力の（ ・1　　・1.15　　・1.3 ）倍の風圧

　　　　　　　力に対応した工法）

　　・適用しない

目地　目地幅(mm)　※8以上　　・

アンカーの材質及び径　※ステンレス(SUS 304) M10　　・

　　　シーリング材　・適用する（ ※標準仕様書9.7による　　・図示 ）

　　　　　　　　　　・適用しない

(10.6.2)(10.6.3)

あと施工アンカーの材質及び寸法（材質：　　　　　　寸法：　　　　　　）

あと施工アンカーの材質及び寸法（材質：　　　　　　寸法：　　　　　　）

下地ごしらえ　※あと施工アンカー・横筋流し工法　　・あと施工アンカー工法

あと施工アンカーの材質及び寸法（材質：　　　　　　寸法：　　　　　　）

乾式工法5

床及び階段の石張り

床石張りの裏面処理　・適用する　　・適用しない

階段張りの裏面処理　・適用する　　・適用しない

　　　　　　　　　　シーリング材　　・適用する　　・適用しない

目地　一般目地　　　目地幅(mm)　　　・図示　　　　・

　　　伸縮調整目地　位置　※床面積30㎡程度ごと，細長い通路の場合6m程度ごと及び他部材

　　　　　　　　　　　　　・図示

6

　　　　　　　　　　　　　　との取り合い部

石
工
事

・遠心力鉄筋コンクリート管

材　種

・Ｂ形管

・

形　状 呼び径 備　考

・図示　・

・図示　・

外圧管（1種）

・RS－VU

管の種類

・図示　・・VP・硬質ポリ塩化ビニル管

・VU

・図示　・

・T－ 2用

・T－ 6用

・T－20用

名　称 種　類 鍵

左記以外の品質等は

備　考適用荷重

鋳鉄製マン

ホールふた （公社）空気調和衛

生工学会SHASE-S209

による

・簡易密閉形（パッキン式）

・密閉形（テーパ・パッキン式）

・水封形

・中ふた付き密閉形（テーパ・パッ

・有り

・無し

メインバー

ピッチ

亜鉛めっき

(付着量)
上面形状

※普通目

・細目

・平形

・細目 ・（　　）

・（　　）

・平形

－

－

－

－

・凹凸形

・凹凸形

・

・

・

適用荷重

・

・

　ボルト固定

　ボルト固定

・縁石

・Ｌ形側溝

・Ｕ形側溝

・Ｕ形側溝ふた

・図示　・

・図示　・

・図示　・

・図示　・

・図示　・

種　類

・受枠付き，

・受枠付き，

形状，寸法

・歩行用

・T－14用

・T－2用

・T－6用

・T－20用

・歩行用

・T－14用

・T－2用

・T－6用

・T－20用

・溝ふた（横断用）

・桝ふた用

・溝ふた（横断用）

・溝ふた（側溝用）

・桝ふた用

・溝ふた（側溝用）

・U字溝用

・U字溝用

・鋼製

　製

・ステンレス

材　質 用　途形　式

　キン式）

・

・硬質ポリ塩化ビニル管継手 ・図示　・・DV

・図示　・・VU継手

・盛土 ・図示

・

種　別 材　料 厚　さ　(mm)

・Ａ種　　　・Ｂ種　　　　・Ｃ種　　　　・Ｄ種

・建設汚泥から再生した処理土

・凍上抑制層

・フィルター層

・切込み砂利　

・

・図示

・

・図示

・

・再生クラッシャラン　　　・クラッシャラン

・川砂，海砂又は良質な山砂（75μmふるい通過量10％以下）

・川砂，海砂又は良質な山砂（75μmふるい通過量6％以下）

種　類区　分 地　域

・密粒度アスファルト混合物（13）

・細粒度アスファルト混合物(13)

・密粒度アスファルト混合物(13Ｆ)

・一般地域

・寒冷地域
表層

※普通平板（N）　

・透水平板（P）　 ・

※300角

・

・60

・モルタル

※砂　　

寸法（mm） 厚さ（mm） 目地材種　類 表面加工

　・研ぎ出し

　・洗い出し

　・たたき出し

※普通ブロック（N）

・透水性ブロック（P）

厚さ（mm）部　位 曲げ強度（Ｎ/mm2）

※60　・　 ※3.0　・歩行者用通路

種　類 色彩，表面加工

・標準品

・

種　類 寸法（mm） 厚さ（mm） 施工方法

・

・

・

・80

・

・うろこ張り ・コンクリート舗装

(※70　・　)

(※50　・　)

基層(mm)

・

・小舗石（花崗岩）

・アスファルト混合物

車路 ※80　・　 ※5.0　・

コンクリート舗装

舗装の種類 部　位 厚　さ　(mm)

歩行者用通路

車路及び駐車場 ・150　・図示　

※70　 ・図示　

排水管用材料

(21.2.1)(表21.2.1)

排水桝の種類　　　　・図示　　・

側塊の形状及び寸法　・図示　　・

基床の厚さ及び種類　・図示　　・

硬質ポリ塩化ビニル管の継手に用いる材料　※接着剤　　・

砂地業に用いる材料（6.4.2(2)）

砂利地業に用いる材料（6.4.2(1)）

　　　　　・再生クラッシャラン　　　　・切込砂利　　・切込砕石

　　　　　・シルト　　・山砂　　・川砂　　・砕砂

現場打ちの場合の鉄筋　種類の記号　※SD295A　　・

凍上抑制層に用いる材料　・

砂の粒度試験　　　　　　・行う　　・行わない

凍上抑制層の厚さ　　　　・図示　　・

現場打ちの場合のコンクリート材料　設計基準強度　※18N/mm　　　・3

(21.2.1)

(21.2.1)

街きょ，縁石，側溝 (21.3.1)(表21.3.1)

地業の材料

砂利地業に用いる材料

　　　　・シルト　　・山砂　　・川砂　　・砕砂

・現場打ちの場合のコンクリート材料　設計基準強度　※18N/mm　　　・

　凍上抑制層に用いる材料　・

　　　　・再生クラッシャラン　　・切込砂利　　・切込砕石

凍上抑制層の厚さ　・図示　　・

砂利地業の厚さ　※100（mm）　　・図示

　砂の粒度試験　・行う　　・行わない

3

(21.2.1)

※B種（標準仕様書表3.2.1）　　・

路床の材料

(22.2.2)(22.2.3)(22.2.5)

路床安定処理　・適用する　　・適用しない

　　添加材料

　　　種類　　・普通ポルトランドセメント　　・高炉セメントＢ種

　　　　　　　・フライアッシュセメントＢ種

　　　　　　　・生石灰（ ・特号　　・1号 ）　　・消石灰（ ・特号　　・1号 ）

　　　添加量　　　　　　kg（目標CBR　・　以上　　・　　　　　）

試験

路盤の厚さ　・図示　・

　　路床土の支持力比（ＣＢＲ）試験　・行う　　・行わない

　　現場ＣＢＲ試験　　　　　　　　　・行う　　・行わない

　　路床締固め度の試験（現場密度）　・行う　　・行わない

　　砂の粒度試験　　　　　　　　　　・行う　　・行わない

　　　　　・粒度調整鉄鋼スラグ　　・水硬性粒度調整鉄鋼スラグ

試験

材料

加熱アスファルト混合物の種類

　　路盤締固め度の試験　※行う　　・行わない　

アスファルト舗装の構成及び厚さ　※図示　　・

骨材　　　　　・道路用砕石

　　　　　　　・アスファルトコンクリート再生骨材

(22.4.2)～(22.4.6)(表22.4.1)～(表22.4.4)

　(22.4.4)(表22.4.4)

(22.3.2)(22.3.3)(22.3.5)(表22.3.1)

アスファルト　・再生アスファルト　（ ・60～80　　・80～100 ）　・ストレートアスファルト

　　　　　・再生クラッシャラン　　・再生粒度調整砕石　　　　・クラッシャラン鉄鋼スラグ

路盤材料　・クラッシャラン　　　　　　　　　　　　　　　　　・粒度調整砕石

試験

シールコートの施工

　アスファルト混合物等の抽出試験　・行う　　・行わない

　舗装の平たん性　※通行の支障となる水たまりを生じない程度　・

　・行う（ ・PK－1　　・PK－2 ）　　・行わない

(22.5.2～4)(22.5.6)(表22.5.1～3)

コンクリート舗装の厚さ

・コンクリート平板舗装

(22.8.2)(22.8.3)

材料

目地

試験

寒冷地の縁部立下り寸法等　・図示

　早強セメント　・使用する　　　　　　　　　　・使用しない

　注入目地材料　※低弾性タイプ　　　　　　　　・高弾性タイプ

　種類，間隔，構造　※標準仕様書表22.5.3及び図22.5.1による　　・図示　

　舗装の平たん性　　※通行の支障となる水たまりを生じない程度

　コンクリート　・標準仕様書表22.5.1による　　・

透水平板は　　（透水性コンクリート）とする。

歩行者用通路に使用するコンクリート平板は　　（再生材料を用いた舗装用ブロック）とする。

　　　　　　　　　　　・

仕上がり面の平たん性　※歩行に支障のないものとし，コンクリート平板間の段差3mm以内

クッション材　※砂　　・空練モルタル

・インターロッキングブロック舗装

歩道部に使用するブロックは　　（再生材料を用いた舗装用ブロック）とする。

クッション材　※砂　　・空練モルタル

目地材　　　　※砂　　・モルタル

・舗石舗装

クッション材　※砂　　・空練モルタル

目地材　　　　※砂　　・モルタル

種別　・Ａ種（施工範囲： ・図示　　・通路　　　　　・　　　　）

(22.9.2)(表22.9.1)

　　　・Ｂ種（施工範囲： ・図示　　・建物周囲他　　・　　　　）

・　屋外雨水排水

・　鋳鉄製ふた

・　グレーチング

・　街きょ，縁石，側溝

・　埋戻し土

・　砂利敷き

・　コンクリート舗装

・　アスファルト舗装

・　路盤

・　路床

・　ブロック系舗装

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ



建
築

電
気

機
械 備　考

○

○ 穴あけ共

○

○

○

○ ○ 図示のサインは建築工事

○

○

○

○ 床置き型は除く

○ ○ 積層書架のみ施設部（建築）

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○ 空配管のみ施設部

○ パネル内装・建具

○

○

○ フックは除く

○

○

○ ○

○ ○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

別
途

建
築

電
気

機
械 備　考 　　　　項　　目

名　称 適　　要

○

○ 湯沸室、ラウンジ

○ 実験室、研究室

○ ○

給湯室

他

○ ○ サイン、案内板

○ ○ ブラインド・カーテン

○ プランター

○ ○ 消火器

○ 消火器ボックス

○ ○

○ ○

○

○ ストーブ、除湿器

ウォータークーラー

○ 蛍光灯スタンド

○ 配管接続含む 電話機

○ 配管接続含む 放送設備（非常放送）

○

○

○

○

配管接続含む テレビ共聴設備

入退室管理システム

○

○

室天井面から屋上突き出
しまで オートクレーブ

純水製造装置

○ 薬品棚

○ 舞台照明、音響、映像、機
器設備

○

○

○

特殊室ベース照明

クレーン

○

○ 開口補強が必要なもののみ

○

○ 開口補強が必要ないもの

○

○

○

○ スクリーン

○

○

○

○

○

○

○

テレビ

冷蔵庫

カーテン

カーテンボックス

既存 ｽ ﾗ ﾌ ﾞ 及び壁の
穴あけ、補修

各種穴あけの鉄筋探査

屋外（外構）の掘削後の仕上

別
途

動力、照明用電源、接地引
込み

　　　　項　　目

名　称 適　　要

建
築

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

電
気

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

機
械

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

備　考

接地共

トレンチ、床下部、屋上

モルタル充填

モルタル充填

コンセント接地 ピット内、機械室内

インタホン配線 シャフト外

　　　　　〃 シャフト内

窓 ｱ ﾙ ﾐ ﾊ ﾟ ﾈ ﾙ の穴開 ダクト等の貫通部

はと小屋（設備立上りユニ
ット）の穴あけ

ダクト等の貫通部

ダクト撤去部の穴埋補修

配管配線撤去部の穴埋補修 ビス穴共

上記穴埋部の仕上

多目的トイレ手すり

和便器の撤去及び補修

洋便器の撤去及び補修

流し台 研究室 ･ 実験室・会議室 ･ セミナー室

講義室

ドラフトチャンバー

　　　　　〃

　　　　　〃

給湯室

本体

排風機

渡り配線・制御

　　　　　〃

　　　　　〃

ダクト

電源制御ケーブル

　　　　　〃 電源制御ケーブル用配管

装置

　　　〃 渡り配線・制御

　　　〃 配管

装置

　　　〃 配管

　　　〃 渡り配線、制御

ヘリウム回収 装置

　　　〃 配管

　　　〃 渡り配線、制御

メイン主幹盤

実験盤

O A 盤

実験機器用ブレーカ

教壇、教卓、作業台、実験

白板、黒板、掲示板

クリンルーム実験室

室内のもの

机、椅子、ベッド

台、ＯＡ机、ラック

別
途

建
築

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

電
気

○

○

○

○

○

○

機
械

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

備　考

墨出し、補修除く

ボイド等

墨出し、補修除く

ボイド等

ボード切込、墨出し共

照明器具、空調吹出口、

墨出し共

水切り板・同穴あけ共

図示の範囲

第１桝を含む

第１桝を含む

墨出し共

墨出し共

天井扇等

取付板取合防水共

遮光ガラリ共

　　　　項　　目

名　称

排煙防火ダンパー

煙感知器連動シャッター

煙感知器連動防炎垂れ壁

上記①～③用煙感知器

道路側溝用排水

制御盤

同上接続（一次側）

屋内消火栓

屋内消火栓起動リレー

同上表示灯及び起動装置

自動火災報知設備

連結送水口

同上煙道

同上避雷設備

二重床の配管、配線用開口

天井フック

機械室の防音遮音処理

特殊サイズ鏡

避雷設備

防火区画貫通部処理・補修

機器・配管取付後の壁、床

同上補修後　仕上

テレビアンテナ

　　　　　〃

同上補修

電動シャッター、自動扉の
配管配線

同上配線配管、接続

同上用配線

同上用配管

　　　　　〃

昇降機設備本体

同上配線配管、接続

昇降機設備用機械室

同上換気扇取付

三方枠周囲の壁仕上げ

各階出入口用開口

ピット内防水

適　　要

リレー取付まで①

リレー取付まで②

リレー取付まで③

リレーまでの配管配線共

Ｌ型・Ｕ型と管布設

制御盤以降の配管、配線共

制御盤主開閉器までの配管配線

消火ポンプ、制御盤

座板等

綱板製

蓋共

フリーアクセスフロア等

コンクリート製（ふた共）

ステンレス綱板製（ふた共）

区画貫通処理

二次側。操作盤、押しボタン取付共

一次側

裾付共

一次側接続まで。ＳＷの取付配線

接続まで

現場製作ものの内装

プレハブの内装

サーモスイッチ共

敷居取付用持出し共

室内テレビ用吊金物下地

別
途　　　　項　　目

名　称

　　　　　〃

　　　　　〃

　　　　　〃

開口補強を必要としないボ
ード等の切開

軽量鉄骨下地開口部補強

鉄骨下地開口部

盤 ･ 衛生陶器等の下地補強

　　　　　〃

　　　　　〃

洗面器等取付化粧板

ルーフドレン

立どい

雨水排水管

　　　　　〃

生活排水、実験排水管

　　　　　〃

　　　　　〃

大型機械基礎

一般機器類の基礎

機械用アンカーボルト型枠

　　　　　〃

防火用水池用給排水管

　　　　　〃

各種槽類　基礎

換気扇取付

　　　　　〃

外壁取付ガラリ

内壁取付ガラリ

ガラリへの給排気ダクト接
続

煙感知器連動防火戸

同上用煙感知器

適　　要

床スラブ木製型枠入れ

床スラブスリーブ入れ

天井及び壁、ボード切開

電気・機械設備関係開口部

露出形器具取付用（電気）

改め口取付及び、開口部補強

ステンレス製（排水金具含む）

排水管の接続

陶器製

ライニング含む

防露工事共

１ＦＬから排水幹線までの配管

幹線の配管

建物から第１桝までの配管

第１桝から排水幹線までの配管

幹線の配管

配管、アンカーボルト、仕上、防水共

ボイラ、冷凍機等機械設備関係機器

自家発電機その他電気関係機器

躯体

貯油槽埋戻し及び配管

歩床コンクリート共

コンクリート製

ＳＵＳ、ＦＲＰ製

ダクトのあるもの

壁、サッシ等への取付（材共）

給排気用、ダクト接続フランジ共

リレー及びリレーまでの配管配線共

壁等同上開口部補強 鉄筋切断時の補強

便所廻り手すり

鏡

バリアフリー洗面器 ○

○ 下地補強は建築

区　　分　　　 区　　分　　　区　　分　　　区　　分　　　

梁、壁木製型枠入れ

梁、壁スリーブ入れ
（将来対応用含む）

給排気ガラリ等

天井点検口 点検口取付及び、開口部補強

床下点検口

流し台

　　　　　〃

、防塵塗料、搬入用等開口、換気ガラリ共
天井フック、床シリンダーコンクリート

三方枠、同取付後の壁補修まで（トロ詰め）

一次側

実験機器への接続ｹ ｰ ﾌ ﾞ ﾙ

クリーンベンチ、安全キャ
ビネット

ステム
ブックディティクションシ

ｰ ﾌ ﾞ ﾙ 、接続は学部工事
実験盤と排風機との接続 ｹ

ｰ ﾌ ﾞ ﾙ 用配管
実験盤と排風機との接続 ｹ

ケーブル
実験盤と機器との接続

ケーブル
実験盤と機器との接続

（昇降機設備工事で施工）

吊り戸棚

吊り戸棚

建
築
（
土
木
）

建
築
（
土
木
）

建
築
（
土
木
）

建
築
（
土
木
）

コンクリート穴あけ

入れ又はあと施工アンカー

共同溝

建物、共同溝
、接続トレンチ

同上接続部止水板

防火用水槽

各種槽類

保守管理用タラップ
、はしご

配管配線用ピット

グリストラップ
及びガソリントラップ

芝生、種子吹付

法枠、モルタル吹付

コンクリート擁壁

植栽

同上　（陶器製手洗器）

同上　
（ステンレス製手洗器）

冷却水設備

N 2 設備

スクリーンボックス

スライディングウォール

ベンチ

同上補修

アスロック穴あけ

アスロック穴あけ

同上補修

ピクチャーレール

実験盤と機器との
接続ケーブル

特殊室内装

カウンター（ホワイエ）

屋外貯油槽

独立煙突

コンクリートシャフト
点検口

などの補修

ユニットバス・シャワー
本体

冷蔵、冷凍、恒温恒湿
、シールド、防音、無響室

金属パネル穴まわり
シール

共用盤

住宅用盤

図示以外のもの

湯沸器

湯沸器

展示パネル、展示ケース

書架、書庫、積層書架
、集密書架

ローパーティション

電力検針、コンセントあり

電力検針、コンセントなし
電力検針あり

実験盤と機器との接続
ケーブル

電力検針、コンセントあり

電力検針、コンセントあり

実験盤と機器との接続
ケーブル

コンクリートコア抜き ○ ○ 墨出し共、但し、天井点検
口は建築工事

鉄筋探査の上、位置調整
鉄筋切断部は防錆塗装

建具パネル取付用換気扇 アルミ複合パネル切り欠き ○

○

○

○

図示以外のもの

：本工事対象外

【凡　例】

床補修は建築工事

補強は建築工事

大 阪 事 務 所坂 倉 建 築 研 究 所 一級建築士 第２０４４８３号 宍道 弘志

縮　尺

独立行政法人　国立青少年教育振興機構

業務名

課　長 課長補佐 係長 主　任

工事区分表

Ａ－００６

独立行政法人 国立青少年教育振興機構
国立オリンピック記念青少年総合センター　センター棟他機能改善整備設計業務

国立青少年教育振興機構
国立オリンピック記念青少年総合センターカルチャー棟改修工事



【特記事項】

【凡　　例】
：仮設計画内容を示す ：工事車両動線（一方通行）

１．工事用ゲートは北門とする。　※パネルキャスターゲート（Ｗ5.4ｍ×Ｈ2ｍ）はセンター棟改修工事施工者が設置する

２．警備員を配置する（設置期間：2022年10月1日～2023年3月31日）

３．構内は搬出入の車両のみ入構可とする。（但し、構内有料駐車場は台数制限にて調整可）　当該棟搬入口付近より搬入を計画する。搬入利用時間は早朝～8：30までを基本とする

４. 建物内上下搬入は、2台中1台のエレベーターの使用を可とする

５. 外部足場（任意仮設）は入札前に建物形状・地盤形状を現地確認の上、安全性に十分留意した計画を行うこと。また、足場には利用者及び職員が近づかないよう、仮囲いを設置すること

６. 本工事は2工区順次工事とするため、工事進行に伴い適宜調整を行う他、棟内運用状況、本棟別工事、及び他棟工事の状況より柔軟な対応があることを前提とする

工事用ゲート：北門

搬入口

荷下ろし駐車スペース

宿泊C棟

宿泊B棟

国際交流棟

宿泊D棟

カルチャー棟

スポーツ棟

屋外トイレ

案内所

宿泊A棟

首都高速道

バス駐車場

ゴミ置場

隣地

隣地

倉庫C

倉庫B

倉庫A

桜花亭

和風庭園

（地下駐車場）

正門 南門2 南門1

前面道路

至　小田急 参宮橋駅

5-40

M.N

T.N

流し場
野外活動棟

国立オリンピック記念青少年総合センター　全体配置図

センター棟

（本工事建物）

C

大 阪 事 務 所坂 倉 建 築 研 究 所 一級建築士 第２０４４８３号 宍道 弘志

縮　尺

独立行政法人　国立青少年教育振興機構

業務名

課　長 課長補佐 係長 主　任

１：２０００

Ａ－００７

独立行政法人 国立青少年教育振興機構
国立オリンピック記念青少年総合センター　センター棟他機能改善整備設計業務

国立青少年教育振興機構
国立オリンピック記念青少年総合センターカルチャー棟改修工事

全体配置図・仮設計画図



※小練習室34部は
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改修工事項目・建具表

国立青少年教育振興機構
国立オリンピック記念青少年総合センターカルチャー棟改修工事

建　具　符　号 ガ　ラ　ス 建　具　金　具

AW SWDアルミ製窓 鋼製枠木製戸 ＤＣ（ａ） ＦＨフロート板ガラス ドアクローザ（ストップ付） フロアヒンジ

AG SSアルミ製ガラリ 重量シャッター ＤＣ（ｂ） ＨＣ型板ガラス ドアクローザ（ストップなし） ヒンジクローザ

ACW LDアルミ製カーテンウォールサッシ ＣＤＣ（ａ） ＴＨ網入型板ガラス（角型） 点検扉用ヒンジコンシールドドアクローザ（ストップ有）

SD ＳＳＤ Ｗ ＴＨＣ線入型板ガラス 点検扉用スプリングヒンジＣＤＣ（ｂ） コンシールドドアクローザ（ストップ無）

SW WD鋼製窓 ＮＰ ＰＨ網入磨板ガラス（角型） ピポットヒンジ煙感知連動自閉装置付きＣＤＣ（S）

SP ＴＢ鋼製間仕切りパネル トイレブース ＷＰ Ｃ線入磨板ガラス 丁番コンシールドドアクローザ（ストップ有）

SWW ＴＬ鋼製枠木製窓 ＨＧ ハンガーレール金物一式ＬＨ ロングヒンジ

共 通 事 項
略 号 鋼製扉

軽量鋼製扉

ステンレス製扉

木製扉

トップライト用サッシ Ｔ 強化ガラス

倍強度ガラス

耐熱ガラス（特定防火設備）

瞬間調光ガラス

ＳＬ 複層ガラス

Ｌ 合せガラス

ＨＳ

ＳＰ

Ｐ

Ｆ

Ｎ

ＦＰ

改 修 工 事 項 目
共通仕様①： ２重シーリング打替は内側シーリング点検＋外側の保護シーリング打替とする

共通仕様②：シーリングの積算数量は図示の１．４倍を計上する（精算対象）

【改修工事】

建具寸法

枠- くつずり

扉厚

( mm )

枠見込

( mm )

建具枠

建具金物

( mm )

枠廻り
高さ ( H )幅 ( W )

建 具 表

建具分類

形式
備考

建 具 姿 図建 具 表
【 　　 】内番号は標準詳細図集の詳細番号を示す

厚さ

ガラス/アルミ複合パネル

建具
仕上

改修/新設
数量 種類

1－1

▼FL

凡　例

共通仕様：レバーハンドル高さ＝床レベル+ 1 0 5 0 、換気扇開口サイズは設備施工者と調整、及び現地実測による確認を行うこと ：改修範囲を示す　　　一点破線は既存存置する建具を示す

姿図符号

21001-1
１０

900+400
（ 1300 ）

120 扉40
4- （ 23 ） -1
に準じ る

4- （ 31 ） -1
ＦＥ塗装

レバーハンドル、丁番、ＤＣ （a)、
フランス落し、シリンダー錠、
電気錠

カードキー（電気
工事）連動

― ―

21001-1
１０

900+400
（ 1300 ）

120 扉40
4- （ 23 ） -1
に準じ る

4- （ 31 ） -1
ＦＥ塗装― ―ｎ Ｓ Ｄ

Ｓ Ｄ

カードキー（電気
工事）連動
排気有効開口0.05㎡

レバーハンドル、丁番、ＤＣ （a)、
フランス落し、シリンダー錠、
電気錠、鋼製ガラリ （35％）

ガラリ付親子開き
両面フラッシュ扉

親子開き
両面フラッシュ扉

改修前：親子開き両面フラッシュ扉 改修後：ガラリ付親子開き両面フラッシュ扉

新設（パーティクルボード厚２３＋合板厚１２＋大型積層フローリング厚１８ ）する

下記貸出室　計２５室の大型積層フローリング仕上（鋼製下地共　総仕上厚１２０ ）を撤去（パーティクルボード厚２３＋合板厚１２＋大型積層フローリング厚１５ ） し、１

２

２ ）既存手動部更新部品：ハンドル別置ボックス、ワイヤー、ダンパー、滑車他一式。但し、改修前に現地調査（ トルク値及び納まり ）を行い、

排煙窓オペレーターの更新を行う

　　ハンドルボックスを分離（隠蔽配管とする）して負荷を低減できる場合は、監督職員と協議した要領により改修する。計画想定ボックス数量： ７０箇所

１ ）既存電動部更新部品：スイッチ、制御盤、ワイヤー、ダンパー、滑車他一式。計画想定スイッチ数量： １０箇所

　 ・地階　リハーサル室： ＡＷ－８ （Ｗ１２００×Ｈ１２００ ）×７箇所

※更新工事に伴い、２重窓部分は下記の屋内側建具ガラスを脱着する（ガラス清掃共）

・ １階：小練習室１１～１３、工芸室１ （木工）の４室（計画数量： ３３８㎡）

・ ２階：小練習室２１～２６、美術室１ ・ ２の８室（計画数量： ６６９㎡）

・ ３階：小練習室３１～３９の９室（計画数量： ７６３㎡）

・ ４階：中練習室４１～４３の３室（計画数量： ５８５㎡）

・ １階：小練習室１１～１３の３室

・コンクリート （増打）クラック補修：可とう性エポキシ樹脂（シール工法） 　計画想定数量： ３０ｍ

・ＧＢ面クラック補修： Ｖカットの上、ファイバーテープＷ５０＋パテ補修　 （計画想定長さ１００ｍ）

３

４

５

・ ２階：小練習室２１～２６、美術室１ ・ ２の８室

・ １階：小練習室１１～１３の３室（前室を含む）

・ ４階：中練習室４１～４３の３室（前室を含む）

２階　和室１ ・ ２の壁ジュラク吹きのトップコート （計画数量： １４６㎡）を新設する

地階　リハーサル室、４階中練習室３室　計４室の木部ＣＬ塗装（計画数量： ５２０㎡）を更新する

・ ４階：中練習室４１～４３の３室

・ １階：小練習室１１～１３の３室

・ ２階：小練習室２１～２６の６室

※上下取合の仕上材に注意して撤去する

・ ３階：小練習室３１～３９の９室

・ ３階：小練習室３１～３９の９室

下記貸出室　計２１室の木製ボーダーを撤去（ナラ練付材）し、新設（ナラ集成材　ＣＬ塗装）する。計画想定数量： ７３６ｍ

６

７

８

９

１０

１１

１２

・地階： リハーサル室

下記貸出室　計２４室の壁ＥＰ塗装（汚れ防止タイプ　クラック補修を含む　計画想定面積： ２６００㎡）を更新する

・地階： リハーサル室（計画数量： ３８５㎡）

・地階： リハーサル室　２室

・ ４階：中練習室４１～４３の３室　計６室

下記貸出室前室　計１１室の床タイルカーペット厚１０を更新する

個別換気設備工事に伴う建築工事（コア抜き・換気設備は設備工事　その他工事区分表による）

　 ・ １階：小練習室１１～１３の３室

　 ・ ２階：小練習室２２、２４、２６の３室

　 ・ ３階：小練習室３１、３４、３５、３８の４室

　 【一般天井構造の改修対象】

　※下記の防振天井構造による２重壁構造部分は２重壁（壁遮音型点検口新設）共移設する

１ ）外壁面の２重壁部分にＤＳ （必要有効寸法６００ ）を新設する為、一部内壁を撤去・新設（屋内側に４５０移設　壁一般点検口新設）する

　 ・ ３階：小練習室３２、３３、３６、３７、３９の５室

　 ・ ２階：小練習室２１、２３、２５の３室

２ ）外壁面の２重壁部分にＤＳ （必要有効寸法６００ ）を新設する為、一部内壁を撤去・新設（屋内側に６００移設　壁一般点検口新設）する

　 【防振天井構造の改修対象】

　 ・ １階：工芸室１ （木工） 、工芸室２ （金工）の２室（共に防振天井仕様）

　 【防振天井構造の改修対象】

　 【一般天井構造の改修対象】

　※下記の防振天井構造による２重壁構造部分は２重壁（壁遮音型点検口新設）共移設する

　 ・ ４階：中練習室４２

　 ・ ２階：美術室１、２の２室

３ ）外壁面の既存２重壁部分をＤＳ （必要有効寸法６００ ） として利用する為、一部内壁を撤去・新設（屋内側に２００移設　壁一般点検口新設）する

　 ・ ４階：中練習室４１、４３の２室

５ ）和室１ ・ ２は広縁天井（ＧＢ厚９．５＋天然木化粧パネル（不燃）厚１０　計画数量１８㎡）を撤去・新設（換気扇開口３００角×４箇所共）する　　

６ ） １階～３階廊下天井（ＧＢ厚９．５＋ＲＢ厚９＋ＥＰ塗装）に電気配線取入用コア抜の為の点検口６００角（アルミ製目地タイプ）新設　１７箇所する。但し、不要な場合は取りやめる

７ ）防振天井構造の小練習室内天井（ＧＢ厚９．５＋ＲＢ厚９＋ＥＰ塗装）に電気配線結線用点検口４５０角（アルミ製目地タイプ）新設　１０箇所。但し、不要な場合は取りやめる

８ ）一般天井構造の小練習室内天井（ＧＢ厚１５＋１５＋ＲＢ厚９＋ＥＰ塗装）に電気配線結線用点検口４５０角（アルミ製目地タイプ）新設　１２箇所。但し、不要な場合は取りやめる

９ ）防振天井構造の中練習室内天井（ＧＢ厚９．５＋ＲＢ凹凸厚１５＋ＥＰ塗装）に電気配線結線用点検口４５０角（アルミ製目地タイプ）新設　２箇所。但し、不要な場合は取りやめる

１０ ）一般天井構造の中練習室内天井（ＧＢ厚９．５＋ＲＢ凹凸厚１５＋ＥＰ塗装）に電気配線結線用点検口４５０角（アルミ製目地タイプ）新設　４箇所。但し、不要な場合は取りやめる

【修繕工事】

アーティストラウンジ横キャノピー（おむすび型）の排水不良修繕を行う

　外部側－１ ）内樋の清掃及びウレタン塗膜防水を新設する。内樋及び立上りのシーリング（ １５×１０　計画想定数量： １８ｍ）を打替る

　外部側－２ ）屋根点検を行い、内樋に防葉金物（計画数量： １８ｍ）を新設する

　１階　展示コーナー設備漏水の天井修繕（ＧＢ厚９．５＋ＲＢ厚１５+ＥＰ　計画数量： １０㎡）を設備改修後に更新する

　 ・天井点検口４５０角目地タイプを１箇所新設し、ＥＰ塗装仕上４０㎡を行い周囲になじませる

　 ・ ４階　中練習室４２ ： ＡＷ－１０ （Ｗ１２００×Ｈ１２００ ）×７箇所

全ての貸出室出入口の出隅壁にコーナーガード （耐衝撃性硬質樹脂　抗菌剤入・帯電防止処理）を新設する

　 ・巾木上～ＦＬ＋９６０まで　計画数量： ３２箇所＋予備１６箇所（位置は監督職員の指示による）

・巾木：硬質塩化ビニル製Ｈ６０ （入り巾木納まり ） 。数量の３０％（計画想定）はＧＢ下地調整を行う　

共用部の壁汚れ防止ＥＰ塗装（計画想定面積： １７５４㎡）を更新する

・階段段鼻部はノンスリップ金物（ステンレス製）を更新する　計画数量： ２３７ｍ　　

２階～４階　湯沸室の床ビニルシートを更新する　　１３

共用部の床リノリウム仕上（下地はコンクリート増打直押え　床材の取合う巾木共）を更新する。計画数量： １２２５㎡

※リノリウムは既存模様張を継承する為、撤去前に記録を行うこと

撤去１
（枠は存置）

新設１
（枠は再利用）

全ての貸出室の存置する巾木・面台等の木部ＣＬ塗装（計画想定数量： １２８㎡）を更新する

２階～４階ＥＶホール壁のイタリアン漆喰不燃塗装（下地調整：全面パテ共　計画想定数量： ２１㎡）仕上を更新する

・ トイレブースの全表示錠上部にトレー金物（ 「ベスト　忘れ物ゼロトレー　No. １６６０ 」同等品）を新設（計１７箇所）する

・ トイレブースの各表示錠（ 「ベスト　No. １６００シリーズ」同等品）を更新（計１７箇所）する

・ トイレブースの取外し ・再取付を行う。但し、経年劣化による施工上の問題が生じる場合は、事前に監督職員と協議すること

・汚垂石存置のまま、床ビニルシート仕上を更新する

地階　男子・女子便所Ｂ－１の和便器⇒洋便器改修（男女各１箇所　計２箇所　リニューアル工法　設備工事）に伴い、

改修便器廻りのビニル床シート （改修ブース内張替　計画想定数量： ３㎡　既存色近似品）を更新する

３階　清掃員用具庫の鋼製建具を撤去・新設する

自動扉のエンジン及びセンサーを更新（ １９箇所）する（ メンテナンス契約締結により寺岡オートドア指定）

ＳＳ－１ ：Ｗ６２００×Ｈ４５００

ＳＳ－２ ：Ｗ４２００×Ｈ３５００

ＳＳ－６ ：Ｗ３９００×Ｈ３４００

ＳＳ－８ ：Ｗ２２４５×Ｈ１５９０

ＳＳ－９ ：Ｗ３１４５×Ｈ１５９０

ＳＳ－１０ ：Ｗ２４７０×Ｈ１５９０

ＳＳ－１２ ：Ｗ２９６４×Ｈ１２９４

ＳＳ－１３ ：Ｗ３７４５×Ｈ１２９４

ＳＳ－１４ ：Ｗ２９８０×Ｈ１３００

ＳＳ－１６ ：Ｗ３１２０×Ｈ１４５５

ＳＳ－１７ ：Ｗ３７００×Ｈ２６００

ＳＳ－１８ ：Ｗ３２００×Ｈ２６００

ＳＳ－２１ ：Ｗ３１４５×Ｈ２００５

ＳＳ－２２ ：Ｗ３４００×Ｈ１９００

防火・防煙シャッターの現行法適合改修（下記の１５建具１６箇所　　互換性より鈴木シャッター工業製指定）を行う

ＳＳ－５ ：Ｗ４７００＋Ｗ３７００×Ｈ３０２０

１６

１７

１８

１９

２０

２１

２２

２３

２４

２５

２６

１４

１５ 共用部丸柱のポリウレタンエナメル塗装仕上（計画想定数量： ８８㎡）を更新する

１階　男子・女子便所（シャワー室を含む） １－３/１－４、２階　男子・女子便所（シャワー室を含む） ２－２ ・バリアフリートイレ、３階　男子・女子便所（シャワー室を含む） ３－１ ・バリアフリートイレ ２７ 　地下１階～４階のバリアフリートイレ引戸１７箇所についてエアダンパーを更新する

工芸室２ （金工）のエポキシ樹脂薄膜型塗床材料（計画数量： ７５㎡）を更新する。巾木Ｈ２００ （計画数量： １０㎡）共

・改修工事に必要な天井点検口が適切な位置にない場合を想定し、各１箇所（ ４５０角　目地タイプ　原則、ＧＢ厚９．５＋ＲＢ厚９＋ＥＰ塗装）を設置する。不要な場合は取りやめる（精算対象）

４ ）機械設備コア抜き用の天井材撤去・復旧４箇所（各ＲＢ厚９×６枚　１．０８㎡　ＬＧＳ＋ＧＢ厚９．５共）及び、制気口開口３００角×４箇所新設。また、天井復旧後、室内全体の天井にＥＰ塗装（計画数量： １５６㎡）を行う　　

地階　リハーサル室壁のビニルクロス（ボード面　計画数量： ６７㎡）を更新する

１階　工芸室１ ・ ２の壁ＶＰ塗装部をＥＰ－Ｇ （半艶）塗装（ボード面　計画数量： １３８㎡）に更新する

全ての貸出室の建具ＦＥ塗装を更新する（計画想定数量： ４２８㎡）

・視覚障害者用点字鋲（ステンレス製　２５箇所/３００×３００ ）を更新する　点鋲計画数量： ３９．２ｍ　　

・ ＧＢ面クラック補修： Ｖカットの上、ファイバーテープＷ５０＋パテ補修　 （計画想定数量： １００ｍ） 。ボード穴補修：ＧＢ厚９．５＋１２．５　計画想定数量： １０㎡

、４階　男子・女子便所４－１ ・バリアフリートイレを改修する
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縮　尺

独立行政法人　国立青少年教育振興機構

独立行政法人 国立青少年教育振興機構
国立オリンピック記念青少年総合センター　センター棟他機能改善整備設計業務

業務名

課　長 課長補佐 係長 主　任

１：４００（A3）

国立青少年教育振興機構
国立オリンピック記念青少年総合センターカルチャー棟改修工事

Ａ－００９

改修前　地下１階(2)平面図

凡　例

：本改修工事項目を示す

休憩室1

中水プラント室ブロアー室

大道具庫

空調機械室

舞台

搬出入口

ホ－ル

楽屋楽屋 楽屋
楽屋事務室

掃除用具庫

EV-2

EVホール

ハロン
ボンベ庫

上部

湯沸室

生ゴミ

処理室

EV-5
EV-4EV-1

EVホール
Ｂ１-１

大ホール　客席

袖

袖

湯沸室

身障者
用便所

男子便所
Ｂ１-２

B2

ふじ(女)

休憩室2

とき(女)

休憩室3

清掃(女)

休憩室4

(ボイラー)

事務室3

(清掃)

湯沸室
B1-1

清掃用用具

Ｂ１-２

廊下

女子シャワー室

男子シャワー室

ドライ

エリア

熱源機械室２　上部

屋外階段2

DSEPS

DS

EPS PS

空調機械室

消火

ポンプ室
上部

DS

PS

廊下Ｂ１－７

B1-1

B1-1

B1-1

地下駐車場

休憩室5

ふじ(男) とき(男)

休憩室6 休憩室7

(さくら)

休憩室1

(警備)

事務室1

(清掃確認)

事務室2

(売店)

屋外階段1

事務室4 事務室5

器具庫Ｂ１

廊下
Ｂ１－７

ピアノ庫
大ホール

中央監視室  倉庫8
冷凍機室

上部

仮眠室
生物膜
濾過槽

 -1

生物膜
濾過槽 

-3

生物膜
濾過槽 

-4

生物膜
濾過槽

 -2

活性炭
吸着塔 

-1

活性炭
吸着塔 

-2

EV機械室Ｂ１-１

UB
脱衣室

便所

EV-3
ピット

発電機室
上部

熱源機械室１
　　上部

ドライエリア
上部 ガス

ガバナー室
上部

リハーサル室

（音楽・演劇）

ピアノ庫

器具庫
B2

前室

前室

階段９

階段１０

倉庫２

倉庫１可変舞台
ピット

Ｂ１-３

電気室
上部

女子便所
Ｂ１-２

女子シャワー室
Ｂ１-２

男子シャ
ワー室
Ｂ１-２

風除室

ア－ティスト
ラウンジ

大ホール
Ｂ４ Ｂ５ Ｓ

楽屋Ｂ１

楽屋Ｂ２

楽屋Ｂ３

大ホール

EVホール
Ｂ１-２

(M) (W)

身障者
用便所

身障者
用便所

空調チャンバー
客席下部

ピット

倉庫6

倉庫5

倉庫4

倉庫3

倉庫7

受水槽室

事務室6 事務室7
（予備）（予備）

（予備）（予備）

女子便所
　B1-1

男子便所
B1-1

ピット

ボイラー用煙突
下部ピット
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一部内壁の撤去
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縮　尺

独立行政法人　国立青少年教育振興機構

独立行政法人 国立青少年教育振興機構
国立オリンピック記念青少年総合センター　センター棟他機能改善整備設計業務

業務名

課　長 課長補佐 係長 主　任

１：４００（A3）

国立青少年教育振興機構
国立オリンピック記念青少年総合センターカルチャー棟改修工事

凡　例

：本改修工事項目を示す
改修前　１階平面図

Ａ－０１０

廊下1-4コイン

PS

前室

倉庫

前室

階段６

ギャラリー

小ホールホワイエ

風除室

テラス９

搬出入口

男子便所

可変舞台

通路１－５
前室

楽屋１３

通路１－３ 前室 DS

階段７

通路１－４

DS

廊下

可変舞台

小ホール楽屋入口

女子便所

廊下

女子便所
男子便所

女子

倉庫

男子便所DS EPS 男子

リハーサル室　上部

前室

小練習室１１

女子便所

PS

風除室

階段９

吹抜

掃除用具庫

器具庫 階段１３

煙突
前室

前室

前室

倉庫

前室

前室

バーカウンター

DS 

DS

前室 展示倉庫
袖上部

DS
EPS

男子便所

SK

袖上部

女子便所

PS

EPS

(FL±0)

大ホール ７５４席

舞台袖

EPS

舞台袖

DS

EPS

可変舞台小ホ－ル

SK

１Ｂ

シャワー室

１－３

シャワー室

１－３

１－４ １－４

1-1

PSEPS

(軽音楽・演劇)

１－２

１－２

１－２

身障者
便所

３００席

ロッカー

EPS

DS DS

DS

EPS

EPS DS DS

DS

DS

DS

屋根７

PS

テラス 1-1

PS

舞台　上部

1-3

EV-2
EV-5EV-4EV-1

EV-3

１A

ＴＥＬ
コーナー

通路１－２

自販機
コーナー 身障者

用便所
（W）

身障者
用便所

（M）

階段４

小ホ－ル
ホワイエ

階段３

階段１

エントランスホール１

展示コーナー

ピロティー１

大ホールホワイエ

階段２

自販機
コーナー

身障者
便所

小ホール
楽屋事務室

ピアノ庫
小ホール

大道具室
小ホール

楽屋１１ 楽屋１２

廊下1-2

階段１０
サービス
ステーション

器具庫
１Ａ

湯沸室
1-1

ＥＶホール－１

エントランスホール-2

階段１１

工芸室２（金工）

テラス１０

廊下１－５

テラス１１

上部
ドライエリア

前室 前室

身障者
用便所

（M）

身障者
用便所

（W）

クローク1

クローク2

小練習室１２
(軽音楽・演劇)

小練習室１３
(軽音楽・演劇)

工芸室１（木工）
（小練習室10）
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縮　尺

独立行政法人　国立青少年教育振興機構

独立行政法人 国立青少年教育振興機構
国立オリンピック記念青少年総合センター　センター棟他機能改善整備設計業務

業務名

課　長 課長補佐 係長 主　任

１：４００（A3）

国立青少年教育振興機構
国立オリンピック記念青少年総合センターカルチャー棟改修工事

凡　例

：本改修工事項目を示す
改修前　２階平面図

Ａ－０１１

階段６

DS

和室２

レストラン

冷蔵庫 冷凍庫 レストラン

音響

吹抜

レストラン

映写室

調光室

階段２

ＥＶホール

吹抜

男子便所2-1

DS

階段１

食品庫

厨房廊下

フロントサイド
DS

EPS

大ホール客室上部

DS フロントサイド

会食室

舞台袖上部

映写室

空調機械室２－１

屋根７

廊下2-2

器具庫

小練習室26

煙突

風除室２－１

ポーチ１

テラス２

音響調整室

SP
キャットウオーク

階段７

キャットウオーク

調光室

小ホール客室上部

ＥＶホール２－１

テラス３

吹抜

風除室

テラスＢ－１

女子便所2-2

男子便所

男子

廊下

湯沸室

器具庫

EPS

倉庫１ 倉庫２

掃除用具庫

空調機械室2-2

和室１
2-1

2B

（演劇）
小練習室25

（演劇）
小練習室24

（演劇）
小練習室23

（演劇）
小練習室22

（演劇）
小練習室21

（演劇）

2A

２－２

2A
2-1

清掃
用具庫

2B
2-2

シャワー室
2-1

調整室

大ホール

大ホール

大ホール

EPS

小ホール

小ホール

女子便所2-1

小ホール

２－１

前ホール

階段１１

階段１２

投光室2-2

投光室2-1

PS

SK

談話コーナー2

庇４

舞台袖上部

PS

屋根３－１

天井内部

EV-2
EV-5EV-4EV-1

EV-3

　大ホール
ホワイエ上部

吹抜
階段４

階段３

身障者
用便所
　（M）

身障者
用便所
　（W）

小ホールホワイエ上部

吹抜

厨房

舞台袖上部

厨房
事務室

厨房便所１

厨房便所２ 分電盤

下処理室

ビバレッジステーション

テラス５

（水墨・書道）
美術室１

（絵画）
美術室２

テラスＢ－２
広縁 広縁

自販機
コーナー

階段１３

身障者
用便所

（W）

身障者
用便所

（M）
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縮　尺

独立行政法人　国立青少年教育振興機構

独立行政法人 国立青少年教育振興機構
国立オリンピック記念青少年総合センター　センター棟他機能改善整備設計業務

業務名

課　長 課長補佐 係長 主　任

１：４００（A3）

国立青少年教育振興機構
国立オリンピック記念青少年総合センターカルチャー棟改修工事

凡　例

：本改修工事項目を示す
改修前　３階平面図

Ａ－０１２

EPS

女子便所3-1

女子

男子便所3-1

清掃

湯沸室

器具庫

屋上７

DS

排煙機械室

階段７
舞台袖上部

屋根６

前室

投光室

小ホール

冷却塔置場

屋根３－１

階段２

音響機器室

投光室

排煙機械室3-1

シーリング

電気室３－１ 階段３ 舞台袖上部

屋根１３

ＥＶホール

空調機械室３－１

テラス７

掃除
屋根１９－２

煙突

階段8

キャットウォーク

屋外物置場

トップライト

DS

屋上3-2

屋根5

屋根6-1

スポット室

３A

3B

キャットウォーク

大ホール

大ホール

PS DS

調光盤室1
大ホール

舞台　上部

吹抜

トップライト2

キャット

ウォーク

音響調整室

小ホール

３－２

階段６

吹抜

３－１

庇３－１ 庇３－２

PS

SK

3A

シャワー室3

3-1

用具室
3-1

廊下
3-1

廊下3-2

用具庫

DS

屋上３

庇５

談話コーナー3

EV-2 EV-3

屋上１－１

小練習室32
（演劇）

小練習室34
（演劇）

小練習室36
（演劇）

器具庫 階段１３

自販機
コーナー

屋根２４

小練習室35小練習室33小練習室31
（音楽）（音楽）（演劇）

小練習室37 小練習室38

（音楽）（音楽） 小練習室39
（音楽）

空調機械室

電気室３－２

階段１２

階段４

身障者
用便所

（M）

身障者
用便所

（W）

調光盤室
２

小ホール



*****

一部内壁の撤去 一部内壁の撤去 一部内壁の撤去

４階平面図

PH階平面図

Y1

X24

Y19

Y4

Y5

Y10

Y13Y14

Y16

Y8

Y18

X22 X23

B

X1 X2 X24X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 X23 X24

Y1

Y19

Y4

Y5

Y10

Y13Y14

Y16

Y8

Y18

B

X12 X13 X14 X16 X17 X18 X19 X20 X21

Y20

Y17

Y15

Y12

Y11

Y9

Y7

Y6

Y4

Y3

Y2

Y1

5500 7400 7400 4700 4700 5650 5650 7700 7700 7700 7700 7700

4
6
1
0
0

3
3
5
0

7400 4700 4700 5650 5650 7700 7700 7700 7700 7700 7400

3
6
5
0

4
6
0
0

5
5
0

3
6
5
0

7
2
0
0

7
1
0
0

2
7
0
0

1
3
3
0
0

9200 7500 7500 7500 7500 5800 5800

154200

7300 7400

4
6
1
0
0

3
3
5
0

3
6
5
0

4
6
0
0

5
5
0

3
6
5
0

7
2
0
0

7
1
0
0

2
7
0
0

1
3
3
0
0

9200

4
3
5
0

4
0
0
0

3
8
0
0

5
6
5
0

2
0
0
0

5
2
0
0

4
0
0
0

7
5
0
0

3
0
0
0

7
5
0
0

2
8
0
0

4
9
8
0
0

大 阪 事 務 所坂 倉 建 築 研 究 所 一級建築士 第２０４４８３号 宍道 弘志

縮　尺

独立行政法人　国立青少年教育振興機構

独立行政法人 国立青少年教育振興機構
国立オリンピック記念青少年総合センター　センター棟他機能改善整備設計業務

業務名

課　長 課長補佐 係長 主　任

１：４００（A3）

国立青少年教育振興機構
国立オリンピック記念青少年総合センターカルチャー棟改修工事

凡　例

：本改修工事項目を示す
改修前　４階平面図

Ａ－０１３

テラス

屋根２０
屋根２１

煙突

楽器庫

ピアノ庫
4C

器具庫

４B

楽器庫

倉庫４Ａ

排煙
機械室
４－２屋根９－２

屋根16-1

屋根17

EV-2 EV-3

屋根４－１

階段８

テラス６

屋根１０

キャットウオ－ク

テラス４

4B

楽器庫

ピアノ庫
4B

空調機械室

前室２

4C

4A

ピアノ庫
4A

掃除用具庫4AEPS

廊下４－２

排煙

４－１

階段５

機械室

排気
チャンバー

４－１

階段１２

女子便所4-1

男子便所4-1

湯沸室4-1

器具庫
４A

廊下4-1

SK

吹抜

屋外階段３

機械室
ＥＶ

屋根14-1 屋根15-1

屋根14-2 屋根15-2

屋上９

屋上１０

屋根２－３ スノコ１ スノコ２屋根２－２屋根２－１

屋上３

屋根９－１

庇７

中練習室４１

（音楽・演劇）

中練習室４２

（音楽・演劇）

中練習室４３
（音楽・演劇）

前室１ 前室２

前室１前室２前室１

階段１３
吹抜

身障者
用便所

（W）

吹抜

ＥＶホール４－１

屋外階段３

スノコ３

庇６

屋根16-2

屋根19-1

屋根18

屋上４

身障者
用便所

（M）



利用者
エリア

2工区

2工区

*****

床フローリング更新
壁・木部塗装更新
壁VC更新

床タイルカーペット更新
壁塗装更新

床タイルカーペット更新
壁塗装更新

和便改修
（リニューアル工法）

和便改修
（リニューアル工法）
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大 阪 事 務 所坂 倉 建 築 研 究 所 一級建築士 第２０４４８３号 宍道 弘志

縮　尺

独立行政法人　国立青少年教育振興機構

独立行政法人 国立青少年教育振興機構
国立オリンピック記念青少年総合センター　センター棟他機能改善整備設計業務

業務名

課　長 課長補佐 係長 主　任

１：４００（A3）

国立青少年教育振興機構
国立オリンピック記念青少年総合センターカルチャー棟改修工事

：仮設間仕切壁（指定部分）

凡　例

：本改修工事項目を示す

：共用部床リノリウム仕上更新範囲（但し、一部はＶＳシートとする）を示す

改修後　地下１階(2)平面図

Ａ－０１４

特記事項

・室名変更：身障者便所はバリアフリートイレとする

休憩室1

中水プラント室ブロアー室

大道具庫

空調機械室

舞台

搬出入口

ホ－ル

楽屋楽屋 楽屋
楽屋事務室

掃除用具庫

EV-2

EVホール

ハロン
ボンベ庫

上部

湯沸室

生ゴミ

処理室

EV-5
EV-4EV-1

EVホール
Ｂ１-１

大ホール　客席

袖

袖

湯沸室

男子便所
Ｂ１-２

B2

ふじ(女)

休憩室2

とき(女)

休憩室3

清掃(女)

休憩室4

(ボイラー)

事務室3

(清掃)

湯沸室
B1-1

清掃用用具

Ｂ１-２

廊下

女子シャワー室

男子シャワー室

ドライ

エリア

熱源機械室２　上部

屋外階段2

DSEPS

DS

EPS PS

空調機械室

消火

ポンプ室
上部

DS

PS

廊下Ｂ１－７

B1-1

B1-1

B1-1

地下駐車場

休憩室5

ふじ(男) とき(男)

休憩室6 休憩室7

(さくら)

休憩室1

(警備)

事務室1

(清掃確認)

事務室2

(売店)

屋外階段1

事務室4 事務室5

器具庫Ｂ１

廊下
Ｂ１－７

ピアノ庫
大ホール

中央監視室  倉庫8
冷凍機室

上部

仮眠室
生物膜
濾過槽

 -1

生物膜
濾過槽 

-3

生物膜
濾過槽 

-4

生物膜
濾過槽

 -2

活性炭
吸着塔 

-1

活性炭
吸着塔 

-2

EV機械室Ｂ１-１

UB
脱衣室

便所

EV-3
ピット

発電機室
上部

熱源機械室１
　　上部

ドライエリア
上部 ガス

ガバナー室
上部

リハーサル室

（音楽・演劇）

ピアノ庫

器具庫
B2

前室

前室

階段９

階段１０

倉庫２

倉庫１可変舞台
ピット

Ｂ１-３

電気室
上部

女子便所
Ｂ１-２

女子シャワー室
Ｂ１-２

男子シャ
ワー室
Ｂ１-２

風除室

ア－ティスト
ラウンジ

大ホール
Ｂ４ Ｂ５ Ｓ

楽屋Ｂ１

楽屋Ｂ２

楽屋Ｂ３

大ホール

EVホール
Ｂ１-２

空調チャンバー
客席下部

ピット

倉庫6

倉庫5

倉庫4

倉庫3

倉庫7

受水槽室

事務室6 事務室7
（予備）（予備）

（予備）（予備）

女子便所
　B1-1

男子便所
B1-1

ピット

ボイラー用煙突
下部ピット

ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ
ﾄｲﾚ（M)

ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ
ﾄｲﾚ（W）

ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ
ﾄｲﾚ



2工区

2工区
利用者
エリア

*****

床フローリング更新
壁・木部塗装更新
DS用壁新設

床フローリング更新
壁・木部塗装更新
DS用壁新設

床フローリング更新
壁・木部塗装更新
DS用壁新設

床フローリング更新
壁・木部塗装更新
DS用壁新設

塗床更新
壁・木部塗装更新
DS用壁新設

床タイルカーペット更新
壁塗装更新

床リノリウム更新
壁塗装更新

床リノリウム更新
壁塗装更新

床リノリウム更新
壁塗装更新

床タイルカーペット更新
壁塗装更新

床タイルカーペット更新
壁塗装更新

漏水修繕

天井漏水修繕

トイレ改修

トイレ改修

２４ １７２０ １２３５１０１５１６
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大 阪 事 務 所坂 倉 建 築 研 究 所 一級建築士 第２０４４８３号 宍道 弘志

縮　尺

独立行政法人　国立青少年教育振興機構

独立行政法人 国立青少年教育振興機構
国立オリンピック記念青少年総合センター　センター棟他機能改善整備設計業務

業務名

課　長 課長補佐 係長 主　任

１：４００（A3）

国立青少年教育振興機構
国立オリンピック記念青少年総合センターカルチャー棟改修工事

：仮設間仕切壁（指定部分）

凡　例

：本改修工事項目を示す

：共用部床リノリウム仕上更新範囲（但し、一部はＶＳシートとする）を示す

改修後　１階平面図

Ａ－０１５

特記事項

・室名変更：身障者便所はバリアフリートイレとする

廊下1-4コイン

PS

前室

倉庫

前室

階段６

ギャラリー

小ホールホワイエ

風除室

テラス９

搬出入口

男子便所

可変舞台

通路１－５
前室

楽屋１３

通路１－３ 前室 DS

階段７

通路１－４

DS

廊下

可変舞台

小ホール楽屋入口

女子便所

廊下

女子便所
男子便所

女子

倉庫

男子便所DS EPS 男子

リハーサル室　上部

前室

女子便所

PS

風除室

階段９

吹抜

掃除用具庫

器具庫 階段１３

煙突
前室

前室

前室

倉庫

前室

前室

バーカウンター

DS 

DS

前室 展示倉庫
袖上部

DS
EPS

男子便所

SK

袖上部

女子便所

PS

EPS

(FL±0)

大ホール ７５４席

舞台袖

EPS

舞台袖

DS

EPS

可変舞台小ホ－ル

SK

１Ｂ

シャワー室

１－３

シャワー室

１－３

１－４ １－４

1-1

PSEPS

１－２

１－２

１－２

３００席

ロッカー

EPS

DS DS

DS

EPS

EPS DS DS

DS

DS

DS

屋根７

PS

テラス 1-1

PS

舞台　上部

1-3

EV-2
EV-5EV-4EV-1

EV-3

１A

ＴＥＬ
コーナー

通路１－２

自販機
コーナー

階段４

小ホ－ル
ホワイエ

階段３

階段１

エントランスホール１

展示コーナー

ピロティー１

大ホールホワイエ

階段２

自販機
コーナー 小ホール

楽屋事務室

ピアノ庫
小ホール

大道具室
小ホール

楽屋１１ 楽屋１２

廊下1-2

階段１０
サービス
ステーション

器具庫
１Ａ

湯沸室
1-1

ＥＶホール－１

エントランスホール-2

階段１１

工芸室２（金工）

テラス１０

廊下１－５

テラス１１

上部
ドライエリア

前室 前室

小練習室１３
(軽音楽・演劇)

小練習室１２
(軽音楽・演劇)

(軽音楽・演劇)
小練習室１１

クローク1

クローク2

DS

工芸室１（木工）
（小練習室10）

DS

DS

DS

DS

ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ
ﾄｲﾚ（W）

ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ
ﾄｲﾚ（M） ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ

ﾄｲﾚ

ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ
　ﾄｲﾚ

ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ
ﾄｲﾚ（W） ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ

ﾄｲﾚ（M）



2工区

2工区

2工区

利用者
エリア

*****

床フローリング更新
壁・木部塗装更新
DS用壁新設

床フローリング更新
壁・木部塗装更新
DS用壁新設

床フローリング更新
壁・木部塗装更新
DS用壁新設

床フローリング更新
壁・木部塗装更新
DS用壁新設

床フローリング更新
壁・木部塗装更新
DS用壁新設

床フローリング更新
壁・木部塗装更新

DS用壁新設

床フローリング更新
壁・木部塗装更新
天井改修

床フローリング更新
壁・木部塗装更新
天井改修

壁左官更新
天井改修

壁左官更新
天井改修

床リノリウム更新
壁塗装更新

床リノリウム更新
壁塗装更新

床リノリウム更新
壁塗装更新

床リノリウム更新
壁塗装更新

床リノリウム更新
壁塗装更新

床リノリウム更新
壁塗装更新

床VS更新

トイレ改修

トイレ改修

壁イタリアン漆喰更新
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大 阪 事 務 所坂 倉 建 築 研 究 所 一級建築士 第２０４４８３号 宍道 弘志

縮　尺

独立行政法人　国立青少年教育振興機構

独立行政法人 国立青少年教育振興機構
国立オリンピック記念青少年総合センター　センター棟他機能改善整備設計業務

業務名

課　長 課長補佐 係長 主　任

１：４００（A3）

国立青少年教育振興機構
国立オリンピック記念青少年総合センターカルチャー棟改修工事

：仮設間仕切壁（指定部分）

凡　例

：本改修工事項目を示す

：共用部床リノリウム仕上更新範囲（但し、一部はＶＳシートとする）を示す

改修後　２階平面図

Ａ－０１６

特記事項

・室名変更：身障者便所はバリアフリートイレとする
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床フローリング更新
壁・木部塗装更新
DS用壁新設
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床VS更新

トイレ改修
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建具改修

壁イタリアン漆喰更新
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縮　尺

独立行政法人　国立青少年教育振興機構

独立行政法人 国立青少年教育振興機構
国立オリンピック記念青少年総合センター　センター棟他機能改善整備設計業務

業務名

課　長 課長補佐 係長 主　任

１：４００（A3）

国立青少年教育振興機構
国立オリンピック記念青少年総合センターカルチャー棟改修工事

：仮設間仕切壁（指定部分）

凡　例

：本改修工事項目を示す

：共用部床リノリウム仕上更新範囲（但し、一部はＶＳシートとする）を示す

改修後　３階平面図

Ａ－０１７

特記事項

・室名変更：身障者便所はバリアフリートイレとする
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床フローリング更新
壁・木部塗装更新
DS用壁新設
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縮　尺

独立行政法人　国立青少年教育振興機構

独立行政法人 国立青少年教育振興機構
国立オリンピック記念青少年総合センター　センター棟他機能改善整備設計業務

業務名

課　長 課長補佐 係長 主　任

１：４００（A3）

国立青少年教育振興機構
国立オリンピック記念青少年総合センターカルチャー棟改修工事

：仮設間仕切壁（指定部分）

凡　例

：本改修工事項目を示す

：共用部床リノリウム仕上更新範囲（但し、一部はＶＳシートとする）を示す

改修後　４階平面図

Ａ－０１８

特記事項

・室名変更：身障者便所はバリアフリートイレとする
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